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清

日
貿

易

の
洋

銅

商

に

つ

い
て

　
乾
隆
　
成
豊
期
の
官
商

・
民
商
を
中
心
に
　

劉

序

楓

は
じ
め
に

近
世
の
長
崎
貿
易
に
お
い
て
、
日
本
か
ら
最
も
多
く
輸
出
さ
れ
た
も
の
は
銅
と
海
産
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
清
朝
政
府
で
は
、

制
銭
鋳
造
用

の
洋
銅

(
日
本
銅
)
を
調
達
す
る
に
つ
い
て
は
非
常
な
苦
心
を
払

い
、
康
煕
年
間
か
ら
乾
隆
初
期
に
か
け
て
、

そ
の
?
銅

の
方
法
は

七

・
八
回
変
更
さ
れ
た
。
各
方
法
の
実
施
の
過
程
で
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
、
国
内
の
需
要
を
十
分
に
満
た
す
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

日
本
銅
を
確
保
す
る
必
要
上
、
清
朝
は
次
第
に
統
制
を
強
化
し
、
乾
隆
初
期
か
ら
特
定
の
?
銅
商
人
の
団
体
、
即
ち
官
商
及
び
十
二
家
民
商
を
指
定

し
、
日
本
銅

の
採
買
を
行
な
わ
せ
た
。
以
後
、
こ
の
制
度
は
咸
豊

末
年
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。
日
本
銅
に
関
す
る
記
事
は
、
清
朝
の
公
的
記
録
で

　
ユ

　

あ
る

『皇
朝
文
献
通
考
』
(以
下

『通
考
』
と
略
す
)
や

「大
清

(光
緒
)
会
典
事
例
』
(以
下

「会
典
』
と
略
す
)
な
ど
に
多

く
記
さ
れ
て
い
る
ほ

　
　
　

か
、
実
録

・
櫨
案
に
も
屡
々
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
本
銅
を
取
り
扱

っ
た
商
人
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
殆
ど
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
日
本
側
の
史
料
で
も
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る

「在
唐
荷
主
」
の
記
事
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
な
お
断
片
的
な

記
録
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
性
質
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
従
来
、
こ
れ
ら
の
清
日
貿
易
を
支
え
た
洋
銅
商
人
に
つ
い
て
は
、
既
に
矢
野
仁

一
氏
が

　
ヨ

　

　
る

　

　
　

　

　
　

ね

問
題
提
起
を
行
な
い
、
内
田
直
作
氏

・
山
脇
悌
二
郎
氏

・
松
浦
章
氏
等
に
よ

っ
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
そ
の
実
態
が
究
明
さ
れ
た
と

　
マ

　

　
き

　

は
言

い
が
た

い
。
な
お
、
こ
れ
と
関
連
す
る
清
朝
の
商
人
の
研
究
と
し
て
は
、
山
西
商
人
の
研
究

・
新
安
商
人
の
研
究
及
び
広
東
十
三
行
の
行
商
の

　
　

ソ

研
究
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
洋
銅
商
人
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
。

本
稿

で
は
、
諸
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ま
ず
清
朝
前
期
の
?
銅
貿
易
制
の
推
移
を
整
理
し
、
そ
し
て
、
乾
隆
初
期

に
?
銅

の
官
商
と
額

商
が
成
立
し
た
要
因
を
究
明
し
、
さ
ら
に
商
人
の
系
譜
と
そ
の
実
態
、
清
朝
国
家
と
の
係
わ
り
、
官
商
と
民
商
の
異
同
な
ど

の
問
題
に
つ
い
て
検
討



し

て
み

た

い
と

思

う

。

一

清
朝
?
銅

貿
易
制
の
推
移

1

乾
隆
期
以
前
の
?
銅
制

(単位:銅=万 斤)

考備
〈6)渡航

船数

(5>日本

輸出銅数

(4)
官定銅数

(3)銅
の種類

76洋銅 ・漠銅

塩差?銅 は康煕18-20年 のみ33235〃

昨年発布53362.9515①358.1洋銅

80394.3032②408.1ク

80496.7641②466.1〃

昨年発布7②443.52ク

〃33②〃〃

昨年発布
湖北 ・湖南(潰 銅)30簾艦:ll②洋銅 ・動 銅

昨年発布湖北 ・湖南(渓 銅)38機照12②〃

雲南(漠 銅)16灘 器 ②〃

洋銅の採買一年停止5③400漠銅

京局填銅に切り換える20洋銅

各省鼓鋳(洋銅〉20渡1130②
〃

10②(官)80
(民)

〃

10②痕150
〃

民商採買銅の半分は官収12186.9729麟9。 ②ク

12184.7638圓 至9。 ②〃

13182.4163測 、。。 ③
〃

民商採買銅の六割は官収14171.2505④官)
(民>80

〃

12190.1893④圓 、。
〃

13128.0565濃 鷺曾5906④
〃

10100.3125痕)〃 ④⑤
〃

史料」P.19。 ②「通考」③ 「乾隆 櫨」19輯、P.842④ 光緒「蘇州府志」巻19、 銭法
「吹塵録」(6)「長崎実録大成」

,金 井 「長崎年表」。

清
代
の
鋳
銭
事
業
は
、
主
に
戸
部
の
宝

泉
局
と
工
部
の
宝
源
局
で
行
な
わ
れ
た
。

清
朝
政
権
成
立
後

、
多
数
の
官
吏
や
軍
隊

の
俸
餉
を
支
給
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
社

会
経
済
の
面
で
は
、
多
量
の
小
額
貨
幣
を

流
通
さ
せ
る
た
め
に
、

一
定
額
の
銅
銭
を

鋳
造
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
。
し
か

し
、
制
銭
を
鋳
造

す
る
た
め
に
、
銅
の
買

入
れ
、
即
ち
原
料
を
確
保
す
る
こ
と
は
不

可
欠
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず

「通
考
」

及
び

「会
典
』

・
棺
案
な
ど
の
記
事
に
よ

っ
て
、
清
代
?
銅

制
の
変
遷
を
表
示
す
る

　
ね
　

と
、
表
1
の
如
く
で
あ
る
。
以
下
、
清
朝

前
期
の
?
銅
制
が
頻
繁
に
変
更
さ
れ
た
問

題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
第

一
に
、

そ
の
主
な
原
因
は
、
日

本
側
の
長
崎
貿
易

に
対
す
る
制
限
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
順
治



表1清 朝?銅 制の推移及び?銅 額数

(2)
資金?銅方 法

(1)次年

西洋日本清朝矯

関税関差?銅1645正保2順治2

関税 ・颪課塩課関差 ・塩差?銅1679延宝7康煕18

関税内務府商人?銅1700元禄1339

関税 ・塩課内務府商人 ・商人?銅17031642

関税 ・塩課
海関税〃1705宝永244

各省正項八省分癬1716享保元55

地丁銀江蘇 ・浙江二省総辮1722761

〃江蘇 ・浙江 ・福建 ・広東分辮(洋 銅)172510雍正3

〃江蘇 ・浙江 ・福建 ・安徽 ・江西分辮(洋 銅)1731169

江蘇 ・浙江海 関?銅(洋 銅)1736元文元乾隆元

雲南総癬173833

自費民商?銅173944

官費 ・自費官商(范氏)・ 民商?銅1745延享210

ク〃1746311

ク〃1750寛延315

〃官商(范氏)・ 民商(十 二家)?銅1755宝暦520

〃〃17601025

ク〃17631328

〃〃1764明和元29

〃ク1766331

ク〃1769634

〃官商(王 氏)・ 民商(十 二家)?銅1797寛政9嘉慶2

〈典拠 〉:(1)・(2)・(3)「 通 考 」巻13-18,「 会 典 」巻214-218。(4)① 「関 於 江 寧 織造 曹 家棺 案

⑤ 「会典 」巻218。(5)「 泉 屋 叢 考」9輯 所収 の 「銅 輸 出 高表 」及 び 「海 舟 全 集」所 収 の

十
八

(
一
六
六

一
)
年
以
降
康
煕
二
十
三

年
に
至
る
二
十
四
年
間
は
、
遷
界
令
が
施

行
さ
れ
て
い
た
。
遷
界
令
発
布
以
前
の
順

治
五
年
か
ら
同
十
七
年
に
至
る
十
三
年
間

の
日
本
渡
航
唐
船
数

(
い
わ
ゆ
る
広
義
の

唐
船
)
は
、
年
間
平
均
五
十
隻
で
あ

っ
た

が
、
そ
の
中
、
中
国
本
土
よ
り
出
航
し
た

の
は
三
十
八
隻
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
遷

界
令
発
布
を
転
機
と

し
て
、
唐
船
の
総
数

が
俄
か
に
減
少
す
る
と
共
に
、
中
国
本
土

沿
岸
出
帆
船
数
と
南
洋
各
地

(台
湾
を
含

む
)
出
帆
船
数
と
の
比
率
に
著
し
い
変
化

が
現
わ
れ
る
。
二
十

四
年
間
の
年
平
均
渡

航
船
数
の
三
十
二
隻

の
う
ち
、
中
国
本
土

出
帆
の
船
は
僅
か
十

一
隻
の
み
で
あ
る
。

し
か
も
、
十

一
隻
の
う
ち
に
は
広
東

・
福

建
よ
り
出
帆
し
た
鄭
氏
側
関
係
の
船
や
三

藩
の
乱
当
時
の
反
清
側
の
船
が
相
当
な
割

が
ユ

も

合
を
占
め
、
口
船

(江
蘇

・
浙
江
両
省
か
ら
出
帆
し
た
船
)
は
ご
く
少
数
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
極
め
て
厳
し
い
海
禁
並
び
に
遷
界
令
の
中
を

な
ぜ
清
朝
貿
易
船
が
長
崎
に
渡
航
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
『華
夷
変
態
』
巻
八
、
天
和
三

(康
煕
二
十
二

・
一
六

　の
　

八
三
)
年
亥

二
十
七
番
南
京
船
之
唐
人
共
申
口
に
、

尤
日
本

江
渡
海
之
停
止
は
無
御
座
候
得
共
、
日
本
渡
海
に
事
よ
せ
、
東
寧
方
又
は
其
外
之
海
賊
共
江
好
み
を
仕
候
と
て
、
遠
海
之
渡
海
累
年
停



止
仕
候
。

と
あ
り
、
特

に
日
本
を
対
象
と
す
る
渡
海
禁
止
は
な
か
っ
た
と
唐
船
船
員
は
言

っ
て
い
る
。
表
面
上
は
寸
板
下
海
を
許
さ
ぬ
海
禁
と
い
い
つ
つ
も
、

実
際
は
日
本

へ
の
渡
航
を
禁
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
清
朝
の
制
銭
鋳
造
の
原
料
と
な
る
洋
銅
を
採
辮
す
る
た
め
に
、
日

本
に
貿
易
船
を
派
遣
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『通
考
』
巻
十
七
、
銭
幣
考
五
に

「採
辮
洋
銅
、
例
往

東
洋
日
本
。
自
康
煕
二

十
二
年
設
立
海
関
、
是
時
洋
銅
即
已
流
通
内
地
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
康
煕
二
十
二
年
以
前
に
す
で
に
日
本
銅
は
中
国
の
内

地
に
流
通
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

康
煕
二
十
二
年
鄭
克
壌
の
降
服
に
よ
り
、
翌
年
展
海
令
が
発
布
さ
れ
、
海
禁
が
解
か
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
翌
二
十
四
年
に
は
、

　
お
　

長
崎
に
入
港
す
る
唐
船
は
八
十
五
隻

(う
ち
、
積
戻
船
十
二
隻
)
に
上
り
、
そ
の
前
年
の
二
十
四
隻
に
比
べ
て
、
三
倍
強
の
激
増
と
な

っ
た
。
し
た

が

っ
て
、
中
国
国
内
に
流
通
す
る
銅
の
中
に
洋
銅
が
占
め
る
割
合
も
次
第
に
大
き
く
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
日
本
側
は
内
地
銅
産

不
足
の
た
め
、
次
々
と
貿
易
制
限
令
を
発
布
し
た
。
(
そ
の
概
要
は
表
2
の
通
り
で
あ
る
)、
特
に
正
徳
五

(康
煕
五
十
四

・
一
七

一
五
)
年
に
発
布

さ
れ
た
正
徳
新
例
に
お
い
て
、
銅
の
輸
出
高
の
制
限
を
強
化
し
、
中
国
船
の
長
崎
入
港
数
を
毎
年
三
十
隻
に
限
定
し
、
中
国
向
け
の
輸
出
銅
額
を
三

百
万
斤
、

つ
ま
り
、
従
来
の
半
分
以
下
に
削
減
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
側
の
年
間
の
銅
の
需
要
量
は
四
百
四
十
三
万
余
斤

(表
1
、
参
照
)
で
あ

っ

た
の
で
、

一
隻
当
り
の
輸
入
銅
数
を
十
万
斤
と
計
算
す
れ
ば
、
不
足
が
生
ず
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『康
煕
楢
』
第
七
輯
、
康
煕
五
十
八
年
六

備 考

貞享令

翌年より実施

正徳新例

①新銀、翌年より実施

翌年より実施

鎖国』有斐閣、1981年 所収

月
十

一
日
、
江
寧
織
造
曹
頻
の
上
奏
で
は
、

督

・
撫
等
自
承
辮
以
來
、
未
能
按
年
交
清
者
、
縁
毎
年
洋
船
往
来
只
有

四
十
隻
、
帯
回
紅
銅
不
過
四
万
担

[四
百
万
斤
]
、
原
不
足
供
額
解
之

数
。

と
言

っ
て
い
る
。
更
に
、
「通
考
』
巻
十
五
、
雍
正

二
年
署
江
蘇
巡
撫
何
天

培
の
奏
摺
に
、

從
前
各
関
差
?
銅

時
、
係
洋
銅

・
漠
銅
兼
買
。
後
為
商
人
承
癬
、
専
取

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

給
於
洋
銅
。
歴
年
以
來
東
洋
産
銅
有
限
、
購
辮
不
斉
、
遂
多
積
欠
。
自

康
煕
五
十
五
年
改
帰
八
省
分
辮
、
在
江
蘇
錐
偶
有
遅
延
、
猶
得
辮
完
、



表2江 戸幕府の清朝貿易船に対する主な制限令

容内制 限次.年

その他輸出銅銀高船数西洋日本清朝

6000731685貞享2康煕24

701688元禄元27

信牌制3006000301715正徳554

8000401717享保256

4000①301719458

〃29173318雍正11

251736元文元乾隆元

20173833

150101742寛保27

1504050151749寛延214

1303510131764明和元29

1002740101791寛政356

(単位:銀=貫 目、銅=万 斤)

中村質「鎖国下の貿易一貿易都市論の視点から一」(「講座日本近世史2

第8表 「定高制下の唐 ・蘭船歳額と銅渡高規定」による。

而
各
省
伍
有
鉄
額
。
至
六
十
年
復
改
江
蘇

・
浙
江
総
辮
、
江
蘇
独
承
認

五
省
銅
数
、
皆
先
獲
幣
銭
、
交
商
船
出
洋
採
買
。
(中
略
V
東
洋
開
採

日
久
、
銅
砿
日
減
。
毎
年
江
・
浙

二
省
銅
船
出
洋
者
不
過
三
十
六
船
。

從
前
毎
船
載
銅
九
万
五
千
肋
、
近
因
採
銅
漸
少
、
毎
船
止
得
銅
七
万
五

千
肋
、
約
牧
江
南
海
関
者
十
八

・
九
船
、
合
計
可
得
銅

一
百
三

・
四
十

万
肋
、
止
敷
承
辮

一
半
之
数
、
尚
需

一
半
、
実
属
無
従
採
買
。
(傍
点

は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
)

と
見
え
、
康
煕
三
十
九
年
以
来
の
?
銅
制
は
、
専
ら
洋
銅
を
採
買
し
、
日
本

銅
産
が
減
少
す
る
に
伴

っ
て
採
買
の
銅
額
も
制
限
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
銅
額

は
次
第
に
減
少
し
た
。
康
煕
六
十
年
に
、
江
蘇

・
浙
江
二
省
総
辮
制
を
施
行

し
て
か
ら
、
江
蘇
は
本
省
及
び
安
徽

・
江
西

・
福
建

・
広
東
五
省
の
額
銅
二

百
七
十
七
万
二
千
斤
を
引
き
受
け
、
浙
江

は
本
省
及
び
湖
北

・
湖
南
三
省

の

　ぬ
　

銅
肋

一
百
六
十
六
万
三
千
二
百
斤
を
引
き
受
け
た
が
、
毎
年
長
崎

に
渡
航
し

て
い
る
三
十
六
隻
の
銅
船
の
う
ち
、
江
南
海
関

(上
海

)
に
収
納
す
る
も
の

は
十
八

・
九
船
分
、
百
三

・
四
十
万
斤
で
あ

っ
た
。
こ
の
額
は
、
江
蘇
省

の

引
き
受
け
責
任
額
の
約
半
分
に
す
ぎ
ず
、
な
お
半
分
に

つ
い
て
は
採
買
の
方

法
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
清
朝
側
が
如
何
に
洋
銅
の
採
買
方

法
を
変
更
し
て
も
、
国
内
の
需
要
を
満
た
す
ほ
ど
で
は
な
か

っ
た
。

次
に
、
清
朝
内
部
の
事
情
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
官
銅
の
収
買
価

格
で
あ
る
。
順
治
年
間
の
銅
価
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
康
煕
三
年
に
は
、
百
斤
に
つ
き
六
両
五
銭
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
洋
銅

の
輸
入
が
制
限
さ
れ
、
採
買
に
支
障
を
来
し
た
の
で
、
国
内
の
銅
価
も
次
第
に
高
騰
し
た
。
表
2
と
表
3
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
康

煕
二
十
四
年

に
は
日
本
側
で
貞
享
令
が
実
施
さ
れ
、

一
方
、
翌
二
十
五
年
に
官
定
銅
価
が
十
両
に
改
め
ら
れ
た
。
更
に
、
康
煕

五
十
四
年
に
正
徳
新



例
が
実
施

さ
れ
、
翌
五
十
五
年
に
銅
価
を
十
二
両
五
銭
に
値
上
げ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
に
お
け
る
銅
価
の
騰
貴
は
、
日
本
に
お
け
る
貿
易
制
限

と
関
係
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
官
定
の
銅
価
と
市
価
と
の
差
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
伯
富
氏

・
香
坂
昌
紀
氏
の
指
摘
が
あ
唾
、
表

3
を
参
照

し
な
が
ら
、
部
定
の
銅
価
は
、
市
価
よ
り
は
る
か
に
下
廻

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
に
よ
り
、
商
人
が
利
益
を
得
る
た
め
、

(百斤 当 り)日本の輸出価格表

考備
格価

日本の輸出価(3)市価(2)官価(1)

康煕9年 の市価10～14両 ①6.5両

元 禄10(1697)年 の輸 出価104.4匁14～15②6.5

元 禄11(1698)年 の輸 出価11210

宝永6(1709)年 の輸出価114.212.5

正 徳2(1712)年 の輸 出価13514.5

18～19③〃

115④2017.5

乾隆29年 の市価〃19両余 ⑤
(官 商)13,14

(民 商)17.5

〃25,079⑥
(官)13,14

(民)17.5

〃
(官)13,14

(民)15.3

〃24.79⑦
(官)13.593

(民)15.3

〃
(官)12

(民)15.3

咸豊末年の市価〃⑧24
(官)13.593

(民)15.3

(運 賃)を 除 く)

巻214-218,「 林 文 忠 公 政 書 」,光 緒 「蘇 州 府 志 」巻19、 銭 法 。

戸 部 、銭 幣下 、銚 文 然 奏 摺 ② 「清 実 録 」康 煕23.9丙 寅 ③ 「雍 正 棺 」9輯 、P.5

棺」20輯 、P.292⑥ 「蘇 州 府 志 」巻19⑦ 刊 本 「福 建 省 例 」(台湾 文 献 叢 刊199)

127)に 同 じ。

貿 易 史 の研 究 」表5(P.74)・ 表16(P.137)。 「泉 屋 叢 考 」9輯 、P.127。 石 井

銅 輸 出 禁 止 政 策 」(歴史 学 研 究130)。

官
銅
を
市
価
で
密
売
し
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
部
定
の
官
価

を
長
崎
の
輸
出

価
と
比
較
す
れ
ば
、
表

3
の
ご
と
く
、
康
煕
年
間
に
は
、
日
本
側

の
輸
出
価

で
あ
れ
、
市
価
で
あ
れ
、
い

ず
れ
も
官
定
の
銅
価
を
著
し
く
超
過
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
前
期
の

関
差
?
銅

の
場
合
、
税
関
の
監
督
が
辮

銅
に
よ

っ
て
生

じ
た
不
足
の
銀
両
を
獲

得
す
る
た
め
、

一
般
に
税
則
を
無
視
し

た
不
正
な
収
奪
を
行
な
う
傾
向
が
顕
著

　ま

で
あ

っ
た
。
ま

た
、
そ
の
後
の
内
務
府

商
人
?
銅

の
場
合
、
官
定
の
銅
価
毎
斤

一
銭
、
脚
価
五
分
の
中
か
ら
、
利
益
を

得
る
可
能
性
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　ユ

ま
ず

、

内

務

府

の
奏

摺

か

ら

、

こ

の
税

関

よ

り

受

領

し

た
?
銅

銀

の
使

途

を

見

る

と

、
次

の
如

く

記

さ

れ

て

い

る
。

臣

等

議
得

、

王

綱

明

・
張

鼎

臣

・



表3洋 銅の官価 ・市価及び

次年

西洋日本清朝

1664寛文4康煕3

1684貞享元23

1686325

1716享保元55

1718357

172712雍正5

1740元文5乾 隆5

1745延享210

1770明和735

1784天明449

1797寛政9嘉慶2

1808文化513

1835天保6道光15

(1両=10匁 。 な お、 官 価 に脚 価

典 拠:(1)「 通 考 」巻13-17,「 会 典 」

(2)① 「皇 朝 経 世 文 編 」巻55、

④ 「通 考 」巻16⑤ 「乾 隆

第 三 冊 、P.357⑧ 註(

(3)山脇 悌 二 郎 氏 「近 世 日 中

孝 「幕 末 に お け る幕 府 の

曹
寅
等
接
?
銅

斤
時
、

一
斤
銅
規

定
官
価

一
銭
五
分
。
商
人
買
銅
時
、

一
斤
銅
価
銀
七
分
、
搬
運
工
価
及

雑
用
等
項
銀
三
分
、
合
計

一
斤
銅

需
銀

一
銭
。
因
此
、
毎
斤
銅
余
銀

五
分
、
其
中
錆
除
節
省
銀

一
分
五

厘
、
将
所
余
之
銀
三
分
五
厘
、
由

張
鼎
臣
等
按
毎
斤
銅
給
関
監
督
盤

纏
銀

一
分

一
厘
。
(中
略
)
後
來

主
上
借
給
官
銀
十
万
雨
、
不
再
向
労
人
借
銀
、
所
余
之
利
息
銀
二
分
四
厘
亦
行
節
省
、
因
而

一
斤
己
可
節
省
三
分
九
厘
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
内
訳
は
、
銅
価
七
分

・
運
費
三
分
の
ほ
か
、
関
監
督

へ
の
盤
纏
銀

(旅
費
又
は
輸
送
費
の
こ
と
)

一
分

一
厘
、
節
省
銀

(経
費

を
節
約
し
て
得
た
銀
)
三
分
九
厘

で
あ
る
。
内
務
府
官
商
が
国
家
よ
り
受
領
し
た
十
五
両

(百
斤
当
り
)
の
?
銅
資
金
を
出
洋
商
人
に
前
貸
し
た
の

は
、
僅
か
七
両
で
あ

っ
て
、
運
賃
と
雑
費
を
計
算
に
入
れ
て
も
十
両
に
す
ぎ
ず
、
当
時
の
日
本
の
輸
出
銅
価
の
十

一
両
四
銭
二
分
に
比
し
て
過
少
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
残
り
の
五
両
を
盤
纏
銀

・
節
省
銀
と
い
う
名
目
で
関
差
や
帝
室
に
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
内
務
府
商
人

に
と

っ
て
、
官
銅
の
採
買
は
ほ
と
ん
ど
利
益
が
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
に
よ
り
、
彼
ら
が
自
ら
日
本
貿
易
に
従
事
し
、
銅
以
外
の
商

品
の
利
益
に
よ
っ
て
銅
の
欠
損
を
補
い
、
ま
た
は
官
銅
を
市
価

で
密
売
し
、
或
い
は
前
借
し
た
資
金
を
転
用
し
て
商
業
を
行
な

っ
て
利
益
を
は
か
る

　ド
　

ほ
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
は
、
?
銅
官
員
の
拍
剋

(差
引
く
こ
と
)
で
あ
る
。
?
銅

銀
両
の
う
ち
、
前
述
し
た
節
省
銀
と
い
う
項
目
が
あ

っ
て
、
康
煕
五
十
五
年
よ
り
八

省
督
撫
?
銅

制
が
行
な
わ
れ
、
?
銅

官
は
節
省
銀
を
増
や
す
た
め
、
不
正
な
拍
剋
を
行
な
う
こ
と
が
屡
々
あ

っ
た
。
「雍
正
棺

』
第
九
輯
、
雍
正
五

年
九
月
十
九
日
、
浙
江

巡
撫
李
衛
の
上
奏
に
、

伏
査
従
前
因
各
省
?
銅
舞

遅
惧
、
於
康
煕
五
+
八
年
経
九
卿
会
議
、
将
従
前
節
省
二
分
免
其
添
口唄
、、
増
論

価
、、
海
濃

濁

銭
零

逼

、

如
有
嵐
余
、
題
明
帰
公
。
在
承
辮
者
必
将
銅
肋
買
足
、
則
此
外
多
出
之
銀
、
方
可
謂
之
余
剰
。
宣
有
銅
未
購
買
、
先
将
銀
雨
拍
存
、
以
為
節
省



ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

焉
。
(中
略
)
又
前
任
江
蘇
巡
撫
何
天
培
亦
以
臓
余
陳
奏
、
而
江
省
額
銅
積
欠
至
三

・
四
百
万
余
肋
。
是
皆
置
公
事
於
不
顧
、
徒
博
節
省
之
虚

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

名
、
而
胎
惧
国
家
正
幣
之
由
來
者
也
。

と
あ
り
、
康
煕
五
十
八
年
よ
り
官
定
銅
価
を

一
銭
四
分
五
厘
に
値
上
げ
し
、
引
き
受
け
額
の
銅
を
購
入
し
た
余
分
銀
を
節
省
銀
と
し
た
が
、
?
銅

官

員
は
銅
を
採
買
す
る
前
に
若
干
を
拍
剋
し
て
節
省
と
な
し
た
の
で
、
江
蘇
省
で
は
三

・
四
百
万
斤
の
積
欠
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
奏
摺
の

続
き
に
、
更
有
原
任
嘉
興
府
知
府
呉
永
芳
起
而
効
尤
、
乗
機
?
銅

、
將
銀
預
給
各
商
、
於
部
定
銅
価
中
拍
剋
短
少
、
作
為
節
省
、
留
存
藩
庫
。
在
商
人
明

知
銅
価
不
敷
、
或
貧
其
預
先
発
銀
、
可
以
別
項
営
運
取
利
。
亦
有
疲
商

・
光
棍
因
其
拍
剋
部
価
可
以
挟
制
図
頼
、
寛
将
銅
本
呑
蝕
花
錆
者
、
以

致
呉
永
芳
所
辮
之
銅
、
欠
至
八
十
三
万
余
肋
。

と
見
え
、
官
吏
の
拍
剋
に
対
し
て
、
商
人
は
支
給
さ
れ
る
銅
価
で
は
足
ら
な
い
こ
と
を
見
越
し
、
前
借
し
た
資
金
を
別
の
方
面
に
流
用
し
、
或
は
官

吏
に
い
い
が
か
り
を

つ
け
制
肘
し
て
、
資
金
を
使
い
込
む
に
至

っ
た
。

さ
ら
に
、
別
の
原
因
を
追
究
す
る
と
、
即
ち

『雍
正
棺
』
二
十
四
輯
、
雍
正
十
三
年
閏
四
月
二
十
日
、
福
建
巡
撫
盧
樟
の
奏
摺
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

但
今

日
之
遅
延
不
在
内
地
、
而
在
外
洋
、
今
日
之
塵
空
不
在
辮
員
、
而
在
商
人
。
(中
略
)
今
日
之
辮
員
皆
道
府
大
吏
、
不
肖
侵
漁
者
甚
少
。

各
省
辮
官
皆
至
蘇

・
杭
議
価
、
以
流
寓
之
官
、
安
能
知
商
之
段
実
。
商
為
閲

・
鯉
之
人
居
多
、
亦
流
寓
於
此
、
即
江
・
浙

之
官
罧
難
測
其
浅
深
、

催
累
考
成
、
惟
択
番
数
在
前
之
船
、
利
其
速
回
、
稻
不
股
実
、
未
有
不
為
遷
就
、
以
致
将
銅
価
別
為
営
運
、
偶

一
失
着

、
便
成
塵
空
。

　ど

と
あ
り
、
洋
銅
の
積
欠
や
解
送
期
限
が
遅
れ
た
原
因
は
、
日
本
か
ら
の
輸
入
銅
が
減
少
し
た
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
腐
空
の
原
因
は
、
?
銅
官
に
で
は

な
く
、
商
人
に
あ
っ
た
。
雍
正
年
間
の
?
銅

は
、
各
省
の
督
撫
が
そ
の
責
任
を
持

っ
て
、
有
能
な
、
し
か
も
財
力
の
あ
る
知
府
を
選
ん
で
担
当
さ
せ

た
が
、
洋
銅
採
買
の
職
務
が
重
く
、
ま
た
各
地
方
の
政
務
も
多
端
に
あ

っ
た
の
で
、
と
て
も

一
人
で
は
処
理
で
き
な
い
状
況

に
な

っ
て
い
た
。
各
地

の
?
銅
官

は
蘇
州

・
杭
州

で
商
人
を
募
集
し
、
洋
銅
を
採
買
さ
せ
た
が
、
自
分
の
?
銅
成
績
を
気
に
し
て
、
商
人
の
良
否
や
財
力
を
確
め
ず
、
た
だ

日
本

へ
直

ち
に
行
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
早
く
帰

っ
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
商
人
だ
け
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
故
に
商
人
は
支
給
さ
れ
た
資
金
を
他

の
方
面
に
流
用
し
て
塵
空
し
た
こ
と
が
よ
く
あ

っ
た
。
同
奏
摺
に
、
ま
た

「至
於
洋
商
承
辮
官
銅
、
其
利
甚
微
、
又
受
倭
人
捕
勒
、
股
実
之
商
多
不

願
領
事
。」

と
述
べ
、
洋
銅
の
採
買
は
、
単
に
利
益
が
少
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
側
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
を
加
え

ら
れ
た
の
で
、

一
般
の

富
商
は
ほ
と
ん
ど
引
き
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
か

っ
た
。



従
来
、
長
崎
貿
易
に
従
事
し
て
い
る
中
国
商
人
は
、
輸
出
入
両
面
に
お
い
て
莫
大
な
利
益
が
あ
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
官
銅
を
採
買
す

る
面
か
ら
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
利
益
が
な
か
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
、
生
糸

・
絹
織
物

・
薬
材

・
砂
糖
な
ど
の
輸
出
商
品
や
俵
物

.
諸

色
な
ど
の
輸
入
商
品
、
又
は
官
銅
を
市
価
で
密
売
す
る
利
益
に
よ
っ
て
銅
の
欠
損
を
補
う
ほ
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
清
朝
前
期
の
?
銅
制
が
頻
繁
に
改
廃
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
乾
隆
期
に
入
る
と
、
北
京
戸

.
工
二
部

で
銅
銭
鋳

造
に
用
い
る
銅
は
、
日
本
銅
を
使
わ
ず
、
す
べ
て
雲
南
銅
に
切
り
換
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
?
銅
方
法

は
、
大
体
に
お
い
て
、

指
定
さ
れ
た
各
省

(
又
は
各
税
関
の
監
督

・
内
務
府
商
人
〉
に
、
京
局
の
制
銭
鋳
造
に
使
用
す
る
銅
の
分
担
額
を
割
当

て
て
、
各
承
辮
官
吏
が
責
任

を
持

っ
て
商
人
を
募
集
し
、
省
の
税
金
或
は
関
税

・
塩
税
な
ど
の
公
金
を
前
渡
し
し
て
、
日
本
向
け
の
商
品
を
仕
入
れ
さ
せ
、
日
本

に
赴
き
、
そ
の
売

上
げ
銀
で
日
本
銅
を
買
い
、
江
海
関
や
漸
海
関
や
或
は
こ
こ
に
出
張
し
て
い
る
各
省
の
?
銅
官
に
約
束
額
だ
け
上
納
さ
せ
る
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

い
か
な
る
方
法
を
採
ろ
う
と
も
、
洋
銅
輸
入
額
の
不
足
は
絶
対
的
で
あ
り
、
且

つ
承
辮
官
の
不
正
、
商
人
の
?
銅

銀
両
の
流
用
な
ど
の
た
め
に
、
銅

肋
の
積
欠
や
公
金
の
蘭
空
が
毎
年
の
よ
う
に
起

っ
た
。
要
す
る
に
、
清
朝
側
の
?
銅
体
制
の
面
に
お
い
て
も
欠
陥
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、

乾
隆
年
間
の
官
商

・
民
商
?
銅

制
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

2

官
商
と
民
商
の
成
立

乾
隆
年
間
に
入
る
と
、
従
来
の
官
募
の
商
人
の
う
ち
に
、
蔚
空
す
る
者
が
多
く
出
、
清
朝
で
は
、
乾
隆
三
年
に
及
ん
で
江
蘇

.
浙
江
両
海
関
に
よ

る
洋
銅
の
採
買
を

一
年
間
停
止
し
、
積
欠
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。
即
ち
、
歯
空
の
あ
る
商
人
か
ら
日
本
貿
易
の
信
牌
を
取

り
上
げ
、
改
め
て
辮

銅
を
願
う
商
人
に
与
え
る

一
方

で
、
?
銅
資
金
を
前
貸
す
る
旧
例
を
廃
止
し
、
銅
船
帰
国
の
際
に
海
関
を
兼
管
す
る
道
員
が
公
定
の
価
格
で
定
額
の

　
　

　

銅
を
収
買
す
る
こ
と
に
改
め
た
。
さ
ら
に
、
従
来
の
流
弊
を
是
正
し
て
、
種
々
の
対
策
を
立
て
た
。
ま
ず
、
洋
銅
輸
入
減
少
に
対
し
て
は
、
雲
南
銅

鉱
の
開
発
に
力
を
入
れ
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
れ
は
乾
隆
年
間
に
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
、
雍
正
五
年
頃
に
は
三
百
数
十
万
斤

で
あ
っ
た
産
出
額

　
　
　

　お
　

ら
お
　

　ふ
　

が
、
乾
隆
元
年
に
は
六

・
七
百
万
斤
、
三
年
に
は
八

・
九
百
万
斤
、
四
十

一
年
に
は

一
千
二
百
三

・
四
十
万
斤
に
達
し
た
。

つ
ま
り
、
雍
正
年
間
か

ら
乾
隆
初
年

に
か
け
て
、
演
銅
の
産
出
が
倍
以
上
に
あ
が

っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
?
銅
資
金
転
用
の
流
弊
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
三
年
よ
り
資
金
の
前

渡
し
が
廃
止

さ
れ
、
個
人
の
資
金
で
洋
銅
を
採
買
し
て
く
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
採
買
し
て
き
た
洋
銅
は
、

一
定

の
価
格
に
よ
る
官
収

以
外
に
、
そ
の
半
分
は
市
価
に
よ

っ
て
自
由
販
売
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
洋
銅
収
買
の
官
価
に
つ
い
て
は
、
『通
考
』
巻



十
六
、
乾
隆
五
年
、
江
蘇
巡
撫
張
渠
の
奏
摺
に
、

見
今
洋
銅
市
価
毎
百
肋
約
需
紋
銀
二
十
両
、
与
部
定
価
毎
百
肋
給
銀
十
四
両
五
銭
者
、
多
寡
懸
殊
。
但
旧
時
所
定
官
価

、
原
係
預
年
発
幣
、
令

辮
商

置
貨
出
洋
交
易
、
已
有
余
利
、
是
以
不
致
麟
乏
。
若
収
各
商
自
販
之
銅
、
傍
照
前
価
、
未
免
有
魑
商
本
。
(中
略
)
今
議
酌
中
定
価
、
照

十
七
両
五
銭
之
数
収
買
、
庶
可
源
源
接
済
、
於
公

・
私
両
有
稗
益
。

と
あ
り
、
洋
銅
の
市
価
が
官
価
を
は
る
か
に
上
廻

っ
て
い
る
。
商
人
が
自
己
の
資
本
で
洋
銅
を
採
買
し
た
の
で
、
従
来
の
資
金
を
前
渡
し
し
て
い
た

時
と
は
異
な
り
、
資
金
を
別
の
方
面
に
流
用
し
て
利
益
を
は
か
る
こ
と
も
で
き
ず
、
且
つ
危
険
負
担
が
多

い
た
め
、
官
価
の
値
上
げ
を
要
求
し
た
。

結
局
、
従
来
の
百
斤
十
四
両
五
銭
は
、
十
七
両
五
銭
に
上
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
?
銅
官
及
び
商
人
の
塵
空
や
積
欠
の
処
分
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
罰
則
が
作
ら
れ
た
。
即
ち
、
?
銅
官
に
つ
い
て
、
解
送
の
期
限
を
違
え

た
場
合
、
革
職
留
任
し
て
完
補
さ
せ
、
ま
た
期
限
内
に
不
足
の
銅
額
を
京
師
に
解
送
で
き
な
い
場
合
は
、
革
任
し
て
刑
部
か
ら
も
厳
重
な
処
分
を
受

け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
も
し
、
塵
空
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
家
産
に
よ
る
賠
償
以
外
に
、
そ
の
上
司
官
に
も
処
分
を
及
ぼ
し
て
、
官
を
降
す
と
と
も

に
、
分
賠

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
商
人
に
つ
い
て
は
、
?
銅

の
納
入
期
限
を
延
滞
す
る
等
の
場
合
、
官
憲
か
ら
容
赦
な
く
銅
価

の
返
還
を
要
求
さ
れ
、
家
産
に
よ
る
賠
償
以
外
に
、
互
結

(互
い
に
連
署
し
て
保
証
書
を
官
庁
に
差
出
す
こ
と
)
し
た
商
人

ら
に
分
賠
さ
せ
る
な
ど

　
お
　

厳
重
な
制
裁
が
あ
っ
た
。

乾
隆
三
年
に
な
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
雲
南
銅
開
発
の
成
果
が
漸
く
上
が
り
、
且
つ
従
来
の
洋
商
の
積
欠
を
整
理
す
る
た
め
に
、
日
本

へ
の
派

　　
　

船
は
ほ
と
ん
ど
停
止
す
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
京
師
の
戸

・
工
二
部
の
鋳
造
用
銅
を
乾
隆
四
年
よ
り
す
べ
て
漠
銅
に
切
り
換
え
る
こ
と
に
し

　れ
　
た
。

一
方

、
洋
銅
の
採
買
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
に
鋳
銭
局
が
設
け
ら
れ
た
の
で
、
同
年
よ
り
改
め
て
招
募
し
た
商
人
に
個
人
の
資
本
を
以
て
採
買

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『通
考
』
巻
十
七
、
乾
隆
二
十
年
の
条
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

先
是
江
、
漸
承
辮
京
局
銅
肋
、
各
洋
商
皆
預
先
領
幣
。
乾
隆
三
年
停
止
辮
運
、
而
商
人
積
欠
甚
多
、
未
能
清
緻
。
因
江
蘇
開
鋳
、
男
招
自
摘
資

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

本

之

新

商

、

即

給

与

旧
商

倭

照
、

出

洋

採

銅

、
侯

辮

回
時

、
与
浙
江

分

買

供

鋳

。

と

あ

り

、

こ
れ

ら

の
商

人

の
採

買

し

た
洋

銅

は
、

江

蘇

・
浙
江

の
鋳

銭

局

で
買

上

げ

る

こ
と

に

し

た

。

こ

の
史

料

に

は

、

こ

れ

ら

い

わ
ゆ

る

「
自

擶

資
本

之

新

商
」

の
実

体

に

つ
い

て
は

明

記

さ

れ

て

い
な

い
。

『
会

典
』

巻

二

一
五

、

戸

部

、

銭

法

、
乾

隆

三
年

の
条

に

、
次

の
よ

う

に
記

さ

れ

て

い

る

。



奏
准
、
各
省
商
人
出
洋
買
銅
者
、
報
明
江
・
浙

督

・
撫
、
給
予
執
照
、
令
其
出
洋
購
買
。
如
在
京
有
家
道
股
実
之
商
、
願
赴
洋
買
銅
者
、
取
具

保
結
、
赴
部
具
呈
、
由
部
奏
明
給
予
執
照
、
行
文
江
・
浙

督

・
撫
、
亦
令
其
出
洋
採
買
。

す
な
わ
ち
、
江
蘇

・
浙
江
の
商
人
と
は
限
ら
ず
、
各
省
及
び
京
師
に
住
む
毅
実
の
商
人
に
も
、
資
本
さ
え
あ
れ
ば
、
戸
部
或
は
江
・
浙

の
督
撫
の
許

可
を
得
た
う
え
で
出
洋
採
買
で
き
る
。
こ
こ
に
言
う

「在
京
有
家
道
股
実
之
商
」
は
、
各
省
の
商
人
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
戸
部
に
保
結

(同
業
者
或
は
同
郷
の
官
吏
が
保
証
し
た
身
分
保
証
書
の
こ
と
)
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
点
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
内
務
府
商
人
を
指
し
て
い
る

も
の
と
推
察

さ
れ
る
。
『碑
伝
集
』
巻
四
十
二
、
「贈
中
憲
大
夫
太
僕
寺
卿
街
范
府
君
銃
酪
墓
表
」
(以
下

「墓
表
」
と
略
す
)
に

「乾
隆
三
年
奉
命

採
辮
洋
銅
、
運
京
局
、
以
抵
分
限
応
輸
之
数
。」
と
あ
り
、
内
務
府
商
人
の
范
硫
醸
は
、
乾
隆
三
年
に
自
分
の
分
担
額
の
洋
銅
を
採
辮
し
て
京
局
に

解
送
す
べ
し
と
い
う
命
令
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
の
范
銃
韻
は
内
務
府
の
官
商
で
あ

っ
た
が
、
正
式
な
?
銅
官

商
と
は
言
え
る
か
ど

　お
　

う
か
が
問
題

に
な
る
。
『楡
巣
雑
識
』
巻
上
に
、

山
西
商
人
范
銃
韻

・
劉
光
晟
運
販
洋
銅
、
皆
自
備
資
本
、
出
洋
採
辮
。
照
例
定
限

一
年
、
運
回
交
局
。

と
あ
り
、
彼

ら
は
自
分
の
資
本
で
洋
銅
の
採
買
に
従
事
し
て
い
た
が
、
そ
の
期
間
は

一
年
に
限
ら
れ
、
?
銅

に
は
定
期
的
に
従
事
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
?
銅

官
商
の
先
駆
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
彼
ら
が
採
買
し
た
洋
銅
は
、
官
府
に
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
自
由

販
売
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
民
商
と
は
本
質
的
に
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『通
考
』
巻
十
六
、
乾
隆
五
年
の
条
に

「洋
銅
係
江
蘇
額
商
出
洋
採
辮
、
浙
江

照
例
対
半
分
買
」
と
あ
り
、
?
銅

の

「額
商
」
の
名
称
が
始
め
て

見
出
さ
れ
る
。
す
で
に
乾
隆
五
年
以
前
に
額
商
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
乾
隆
三
年
に
民
間
商
人

に
洋
銅
を
採
買
す
る

　
ふ
　

こ
と
が
許
さ
れ
、
雲
南
銅
の
京
局

へ
の
解
送
は
翌
四
年
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
、
乾
隆
二

(元
文
二
)
年

・
翌

三
年
に
長
崎

に
入
港
し
た
船
は
僅
か
に
各
五
隻
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
四
年
に
は
急
に
二
十
隻
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
民
間
商
人
に
よ
る
洋

銅
の
調
達
は
乾
隆
四
年
か
ら
始
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

乾
隆
九
年

に
、
各
省
の
鋳
銭
局
が
相
次
い
で
成
立
し
、
額
商
か
ら
収
買
す
る
洋
銅
に
不
足
が
生
じ
た
か
ら
、
別
に

「官
商
」

に
洋
銅
を
採
買
さ
せ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
『通
考
』
巻
十
六
、
乾
隆
九
年
の
条
に
、

戸
部
議
言
、
官
商
范
銃
韻
有
承
辮
運
米

・
運
塩
及
錆
告
参
票
未
完
各
項
銀

一
百

一
十
四
万
余
両
、
応
令
其
?
銅

完
補
。
毎
年
辮
洋
銅

一
百
三
十

万
斤
、
解
運
直
隷
保
定
府
三
十
万
斤
、
陳
西
西
安
府
三
十
万
斤
、
江
蘇
蘇
州
府
二
十
万
斤
、
江
西
南
昌
府
二
十
五
万
斤
、
湖
北
武
昌
府
二
十
五



万
斤
、
於
本
年
置
貨
出
洋
、
自
乾
隆
十
年
為
始
。

と
あ
り
、
官
商
范
銃
韻
が
官
府
に
負

っ
た
百
十
四
万
両
の
債
務
を
完
済
す
る
た
め
に
、
直
隷
等
五
省
の
鋳
銭
に
要
す
る
銅
を
乾
隆
十
年
か
ら
毎
年
百

三
十
万
斤
採
買
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
即
ち
、
乾
隆
九
年
に
?
銅

の
官
商
に
指
定
さ
れ
、
十
年
よ
り
日
本
銅
を
官
府
に
納
入
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
、
長
崎
に
渡
航
し
た
貿
易
商
は
、
ほ
と
ん
ど
官

の
金
を
前
借
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貿
易
し
た
の
で
、
い
わ
ば
官
商

の
性
質
を
帯
び
て
い
た

が
、
乾
隆

三
年
か
ら
は
、
商
人
自
身
の
資
本
を
以
て
洋
銅
を
採
買
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
民
商
が
成
立
し
た
。
次
い
で
乾
隆
九
年
以
後
は
、
官
の
金

を
前
借
し
て
洋
銅
を
採
買
す
る
官
商
が
復
活
さ
れ
、
こ
れ
が
本
体
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
乾
隆
九
年
以
後
、
?
銅

商
人
は
、
官
商
と
民
商
の
二
本
立

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

官
商
と
額
商
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
官
商
は
成
立

の
当
初

一
人
に
限
ら
れ
、
咸
豊
末
年

(
一
八
六

一
年
)
ま
で
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
額
商
は
民
商

と
も
称
せ
ら
れ
、
乾
隆
三
年
成
立
し
た
時
点
に
、
史
料
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
翌
年
に
長
崎
に
渡
航
し
た
貿
易
船
は
二
十
隻
で
あ

っ
た
の
で
、

そ
の
数
は
少
な
く
と
も
十
人
以
上
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『通
考
』
巻
十
七
、
乾
隆
二
十
年
、
江
蘇
巡
撫
荘
有
恭
の
奏
摺

に
、

マ
マ

査
乾
隆
十
四
年
議
、
採
辮
洋
銅
毎
年
額
定
十
五
船
、
除
官
商
范
清
注

銅
鉛

〔船
〕
係
領
幣
?
銅

外
、
民
商
自
辮
者
共
十
二
船
、
応
請
以
見
辮
十

二
人
為
商
額
、
毎
年
発
十
二
船
、
置
貨
出
洋
。
(中
略
)
於
乾
隆
二
十
年
為
始
、
増
給
布
政
司
印
照
、
以
為
海
口
稽
査
符
験
。
其
有
他
商
情
願

?
銅

者
、
悉
附
十
二
額
商
名
下
、
如
引
塩
散
商
附
入
甲
商
之
例
、
不
得
私
自
販
越
。
(中
略
)
至
閲

・
卑
洋
商
向
不
?
銅

、
侃
照
旧
例
、
勿
許

私
販
。

と
あ
り
、
乾
隆
二
十

(宝
暦
五

・
一
七
五
五
)
年
に
民
商
の
商
額
を
定
め
、
す
な
わ
ち
、
乾
隆
十
四
年
、
日
本
側
の
制
限
に
応
じ
て
洋
銅
を
採
買
す

る
船
隻
を
年
に
十
五
隻
と
定
め
た
が

(表
2
、
参
照
)、
そ
の
う
ち
官
商
范
清
注

船
三
隻
の
ほ
か
、
民
商

の
船
は
十
二
隻
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
十

二
人
を
民
商
の
商
額
と
し
、
乾
隆
二
十
年
か
ら
毎
年
十
二
隻
を
発
し
、
洋
銅
を
採
買
さ
せ
た
。
十
二
人
以
外
の
商
人
で
、
?
銅

を
願
う
も
の
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
必
ず
十
二
人
の
額
商
の
名
義
に
お
い
て
こ
れ
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
に
貿
易
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
れ
ら
こ
額
商
に
対
し
て
は
、
布
政
司
か
ら
印
照

(貿
易
許
可
証

・
渡
航
証
)
を
発
給
し
、
出
港
す
る
際
の
検
査
に
備
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

一

方
、
福
建

.
広
東
の
洋
商
達
に
は
洋
銅
の
採
買
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
清
朝
側
の
外
国
貿
易
統
治
方
針
が
次
第
に
具
体
化
を
見
て
、
外
国

貿
易
に
関
し
て
は
、
広
州

・
厘
門

・
寧
波

・
上
海
に
集
中
さ
せ
、
し
か
も
、
広
東
の
十
三
行
は
来
舶
の
外
国
貿
易
、
厘
門
の
洋
行
は
南
洋
貿
易
、
寧



表4官 商 ・民商出船割合表

拠典荷 主割 合
渡航
船数

次年

西洋日本清朝

通考巻17

范清注

官3

民12
151749寛延2乾隆14

同書
范清注楊裕和等

官3

民12
151755宝暦520

同書同上
官4か

民12か
1617601025

乾 隆櫓19輯 、P.842
范清洪

楊裕和等

官6

民9
1517631328

通考巻295、 蘇州府志巻19

〈明安調方記〉
同上

官(7)

民⑦

16

(14)
1764明和元29

蘇州府志巻19

〈明安調方記〉

范清済

楊裕和等

官5

民8(7)

13

(12)
1765230

蘇州府志巻19

〈明安調方記〉
同上

官7(5)

民6(7)

13

(12)
1766331

乾 隆櫓30輯 、P。23o

〈明安調 方記 〉
同上

宮7(8)

民6(5)
131767432

漂客紀事
范清済

王履階等

官6

民7
131780安永945

大清会典事例巻218王履階
官7

民3
101797寛政9嘉慶2

享和三亥年中出帆引合帳

文化元子年中出帆引合帳

王日桂官5

民5
101803享和38

註:()内 の数字はく明安調方記〉によるもの。

波
と
上
海
は
対
日
本
の
?
銅
貿
易
を
専
辮
す

る
こ
と
に
限
定
し
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
長
崎
に
渡
航
す
る
貿
易
船
に
お
け

る
官
商
船
と
額
商
船
の
割
合
に
つ
い
て
は
、

表
4
の
ご
と
く
、
乾
隆
十
四
年
当
時
の
総
数

十
五
隻
の
う
ち
、
官
は
三
、
民
は
十
二
を
占

め
、
圧
倒
的
に
民
商
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ

っ

た
が
、
そ
の
後
、
官
商
船
の
数
が
次
第
に
増

加
し
、
乾
隆
中
期
頃
に
は
、
官

・
民
が
各
半

分
を
占
め
、
さ
ら
に
、
乾
隆
後
期

・
嘉
慶
初

期
に
至
る
と
、
か
え

っ
て
、
官
商
の
ほ
う
が

優
勢
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に

は
、
官
商
の
国
家
に
対
す
る
債
務
返
済
及
び

国
家
の
需
要
に
対
す
る
銅
の
供
給
を
よ
り
容

ハ　
　

易
に
す
る
と
い
う
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
民

商
は
個
人
の
資
本
で
?
銅

に
従
事
し
、
官
商

よ
り
有
利
な
価
格
で
政
府
に
上
納
す
る
ほ
か
、

自
由
販
売
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
損
害
を

受
け
た
場
合
、
国
家
か
ら
の
補
償
が
な
く
、

且
つ
従
来

の
旧
商
の
積
欠
も
年
払

い
で
完
済

　　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、
そ
の
数

は
次
第
に
減
少
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。



以
上
、
順
治
初
期
か
ら
乾
隆
初
期
に
か
け
て
百
年
間
に
及
ぶ
清
朝
?
銅

貿
易
の
成
立
過
程
を
考
察
し
た
。
そ
の
後
の
百
十
余
年
間

(乾
隆
十
年
～

咸
豊

十

一
年
)
清
朝
と
日
本
と
の
交
流
や
貿
易
は
、
前
述
の
?
銅

の
官
商
及
び
額
商
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
次
章
で
は
こ
れ
ら
の
商
人
の
実

態
を
検
討

し
て
み
た
い
。

二
?
銅

商
人

1

官
商

ま
ず

、
乾

隆

九

年

か
ら

、
咸
豊

末

年

に
至

る

ま

で
、
?
銅

貿

易

に
従

事

し

た
官

商

の
略

表

を

掲

げ

る

と

、

表

5

の
如

く

で
あ

る

。

表

5

に
明

ら

か
な

と

お

り
、
?
銅

の
官

商

は
范
氏

・
王

氏

・
銭

氏

・
程

氏

・
注

氏

等

の
家

族

に
分

け

ら

れ

る

。

以

下

、
范
氏

の

一
族

か

ら
述

べ

て

行

く

こ
と

に

す

る
。

ω
范
氏

官
商
范
氏

に
つ
い
て
は
、
戸
部
の
運
米

・
運
塩
な
ど
を
請
負

っ
て
い
た
内
務
府
官
商
范
銃
韻
が
、
乾
隆
九
年
よ
り
官
府
に
対
す
る
債
務
を
償
う
た

め
、
改
め
て
?
銅
官
商
に
な

っ
た
こ
と
は
前
述

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
有
名
な
山
西
商
人
で
あ
り
、
す
で
に
先
学
の
研
究
で
注
目
さ
れ
て

　
お
　

い
る
。
彼

の
祖
父
范
永
斗

は
、
清
朝
入
関
以
前
に
既
に
張
家
口
に
拠
点
を
持
ち
、
遼
東
方
面

へ
も
進
出
し
て
、
清
朝
と
貿
易
し
て
い
た
八
家
商
人
の

　あ
　

一
人

で
あ

っ
た
。
世
祖
は
入
関
後
彼
を
内
務
府
籍
に
つ
け
、
毎
年
内
務
府
に
皮
幣
を
納
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
子

の
徳
淵

(三
抜
)、
更

　あ
　

に
孫
の
銃
讃
が
こ
れ
を
継
ぎ
、
内
務
府
の
官
商
と
し
て
康
煕

・
雍
正

・
乾
隆
三
代
に
わ
た
っ
て
、
清
朝
の
経
済
界
の
各
方
面

で
活
躍
し
た
。
特
に
康

煕

・
雍
正
年
間
に
屡
々
行
な
わ
れ
た
準
鳴
爾
の
遠
征
に
際
し
て
、
銃
韻
は
そ
の
軍
糧
の
輸
送
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
前
後
十
年
間
に
、
百
十
余

　
　
　

万
石
の
米
を
運
送
し
、
運
費
六
百
余
万
両
を
節
約
し
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
、
太
僕
寺
卿
の
街
を
叙
予
さ
れ
、
章
服
は
二
品
と
同
じ
で
あ

っ
た
。
そ
の

　ザ
　

　
　
　

他
、
彼
は
銅

・
鉛
鉱
の
開
発
や
米

・
塩

・
人
参

・
毛
皮

・
馬

・
酪
駝
な
ど
の
採
買
に
も
従
事
し
、
清
朝
の
財
政
に
大
き
く
寄
与
を
な
し
た
。
特
に
塩

の
販
運
に

つ
い
は
、
清
朝
政
府
の
財
政
に
と

っ
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ

っ
た
。
范
氏

の

一
族
は
塩
の
販
運
に
従
事
し
な
が
ら
、
大
掛
り
な
運
輸
機
関

を
掌
握
し
、
商
品
の
輸
送
に
便
宜
を
有
し
て
い
た
の
で
、
諸
種
の
商
売
の
経
営
に
も
手
を
染
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。



表
5
?
銅

官
商

一
覧
表

族
名

范
氏

王
氏

銭
氏

王
氏

程
氏

涯
氏

王
氏

注
氏

王
氏

期

間

乾

隆

9
年

ー

(
一
七

四
四

ー

)

乾

隆

14
年

ー

27
年

(
一
七

四
九

ー

一
七
六

二
)

乾
隆
%
年
ー
29
年

(
一
七
六
三
ー

一
七
六
四
)

乾

隆

30
年
ー

47
年

(
一
七

六
五

ー

一
七

八
二
)

乾

隆

48
年

ー
52
年

(
一
七

八
三

ー

一
七

八
七

)

乾

隆

53
年

～
60
年

(
一
七

八
八

ー

一
七
九

五

〉

乾
隆
60
年
～
嘉
慶
元
年

(
一
七
九
五
～

一
七
九
六

)

嘉
慶
2
年

ー

(
一
七
九
七
ー

)

(

ー
嘉

慶

12
年

ー

一
八

〇
七
)

嘉

慶

12
年
～

16
年

(
一
八

〇
七

～

一
八

一
一
)

嘉

慶

17
年

～
21
年

(
一
八

一
二
ー

一
八

一
六

)

嘉

慶

22
年

～
道
光

19
年

(
一
八

一
七

ー

一
八

三
九

V

道

光

19
年

～
21
年

(
一
八

三
九

ー

一
八

四

一
)

道

光

21
年
～
咸
豊

10
年

(
一
八

四

一
ー

一
八
六

〇

)

人

名

范
統
酪

范
清
注

范
清
洪
(天
錫
)

范
清
済

王
世
栄
(恩
給

)

銭
鳴
奉
(恩
栄

)

銭
継
善

王
履
階

王
日
桂
(永
慶

)

程
洪
然
(
天
和
)

涯
永
増

王
宇
安

涯
嫡
符

王
元
珍

事

項

字
は
芝
巌
、
山
西
介
休

の
人
、

卿
、
長
盧

・
河
東
塩
商
。

内
務
府
商
人
、
太
僕
寺

統
翻
の
次
子
、

東
塩
商
。

戸
部
郎
中
、
太
僕
寺
少
卿
、
長
盧

・
河

鱗
翻
の
長
子
、
字
は
星
源
、
挙
人
、

戸
部
郎
中
、
長
薩

・
河
東
塩
商
。

浙
江

寧
紹
台
道
、

疏
翻
の
甥
、
貢
生
、
候
選
員
外
郎
、
長
盧

・
河
東
塩
商
。

長
薩
塩
商
、
掲
職
郎
中
。

浙
江

帰

安

の
人

、

商

。

監
生
、
山
東
平
度
州
知
州
、
も
と
額

鳴
奉
の
子
。浙

江

仁
和
の
人
、
も
と
額
商
。

履
階
の
弟
。

新
安
商
人
。

徽
州
府
休
寧
県
の
人
、
新
安
商
人
。

王
日
桂
の
子
。

新
安
商
人
。
狂
永
増
の

【
族
か
。

王
履
階
か
王
日
桂
の
孫
。
字
は
子
真
、
梅
奄
と
号
す
。

書

・
画
を
よ
く
す
。
太
平
軍
の
蘇
州
進
出
で
行
方
不
明
。

附
商
(代
理
人
)

范
清
洪

王
文
整

・
孫
邦
木
一

王
桐
峯

典

拠
(本
文
参
照
)

注
由
敦
の
「墓
表
」、

七
等
。

「介
休
県
志
」巻
九
、
乾
隆
「扮
州
府
志
」
巻
十

「介
休
県
志
」
巻
九
、
「通
考
」
巻
十
七
、

実
録
」
、
「乾
隆
槽
」等
。

「史
料
旬
刊
」
六
、
「高
宗

同
右

。

「介
休
県
志
」巻
七
、
光
緒
「蘇
州
府
志
」
巻
十
九
、

「乾
隆
棺
」
、
「明
安
調
方
記
」等
。

「高
宗
実
録
」
、

「高
宗
実
録
」
、

五
冊
物
」
。

嘉
慶
「長
盧
塩
法
志
」
巻
五

・
十
二
、
「長
崎
会
所

「高
宗
実
録
」
、
「長
盧
塩
法
志
」
巻
十
二
、
「長
崎
会
所
五
冊
物
」
、

「清
俗
紀
聞
」巻
十
、
道
光
「平
度
州
志
」等
。

「清
俗
紀
聞
」巻
十
。

「大
清
律
例
会
通
新
纂
」
巻
十
、

五
冊
物
」、
「清
人
書
状
」等

。

「林
文
忠
公
政
書
」、
「長
崎
会
所

「林
文
忠
公
政
書
」、
「通
航

一
覧
」巻

二
二
六
、

五

・
八
。
「清
人
書
状
」等
。

「長
崎
志
続
編
」
巻

「林
文
忠
公
政
書
」、
「長
崎
志
続
編
」
巻
八
。

「
林
文

忠

公
政

書
」
、

一
二
〇

・

一
二
二
。

「長
崎
志
続
編
」巻
八
、
「歴
代
宝
案
」二
集
巻

「林
文
忠
公
政
書
」、
「長
崎
志
続
編
」
巻
八
。

「長
崎
志
続
編
」
巻
八
。

「阿
芙
蓉
彙
聞
」
巻
三
、
「漱
芳
閣
書
画
記
」
、

録
」
、
「程
稼
堂
願
書
」等
。

「漱
芳
閣
書
画
銘
心

な
お
、
塩
商
が
資
金
不
足
の
場
合
、
内
務
府
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
塩
商
は
資
金
の
枯
渇

を
免
が
れ
た
の
で
あ

る
。
嘉
慶

『両
潅
塩
法
志
』
巻
十
七
、
借
幣
の
条
に

「商
人
資
本
不
済
、
毎
借
幣
以
資
営
運
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
『清
史
稿
』
巻

一
二
三
、
食
貨
四
、

塩
法
に
、



或
有
緩
急
、
内
府
亦
嘗
貸
出
数
百
万
、
以
資
周
転
。
幣
本
外
更
取
息
銀
、
謂
之
幣
利
、
年
或
百
数
十
万
、
数
十
万
、
十
数
万
不
等
、
商
力
因
之

疲
乏

、
両
淮

・
河
東
尤
甚
。

と
あ
る
よ
う
に
、
塩
商
は
内
務
府
か
ら
運
転
の
資
金
を
借
り
、
塩
業
を
円
滑
に
運
営
し
、
内
務
府
も
貸
出
し
た
資
金
で
毎
年
百
数
十
万
か
ら
十
万
両

の
利
息
を
と
る
の
で
、
塩
商
に
と

っ
て
は
大
き
な
負
担
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
洋
銅
採
買
の
資
金
に
は
、
塩
税
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
表

1
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
既
に
康
煕
年
間
か
ら
塩
課
銀
を
動
支
し
て
、
銅
の
採
買
を
行
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
塩
商

と
し
て
の
内
務
府
商
人
が
清
朝
の
財
政
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
両
者
は
相
互
依
存
関
係
に
あ

っ
た
と
言
え
る
。

一
方
、
彼
ら
は
運
営
の
資
金
を
得
る
た
め
、
ま
た
は
円
滑
な
経
営
を
は
か
る
た
め
、
帝
室
や
各
官
僚
に
取
り
入
る
必
要
が
あ

っ
た
。
「清
世
宗
実

録
』
巻

一
五
九
、
雍
正
十
三
年
八
月
辛
未
の
条
に
、
范
銃
翻
が
軍
糧
の
採
買
を
引
き
受
け
た
時
、
官
吏
と
結
託
し
て
贈
賄
し
た
記
事
が
見
え
る
。
ま

た
、
そ
の
子
の
范
清
注

の
場
合
は
、
「清
高
宗
実
録
』
巻

一
四
三
、
乾
隆
六
年
五
月
癸
巳
の
条
に
、

マ
マ

奉
天
將
軍
額
爾
図
奏
、
参
商
范
清
柱
醜
送
盤
費
銀
四
千
両

・
椴
十
匹
、
前
経
堅
持
、
蝕
又
送
到
。

と
あ
り
、
人
参
の
採
買
に
従
事
し
て
い
た
折
、
奉
天
将
軍
に
銀
両

・
椴
を
贈

っ
て
い
た
。
更
に
皇
帝
に
対
し
て
は
、
同
書
巻

二
四
九
、
乾
隆
十
年
九

月
戊
戌

の
条
に
、

直
隷
正
定
総
兵
范

銃
騎
奏
、
臣
家
居
山
右
、
今
聖
駕
巡
視
五
壁
、
臣
姪
清
注
備
進
羊
千
隻

・
馬
十
匹
、
以
供
賞
費
之
需

・
交
臣
代
奏
、
乞
収
。

得
旨

、
用
不
完
之
物
、
即
随
営
衆
人
、
亦
己
偏
賞
矣
。
此
奏
進
不
受
。

と
あ
り
、
范
清
注

は
羊
千
匹

・
馬
十
匹
を
臣
下
へ
の
下
賜
品
に
供
す
べ
く
乾
隆
帝
に
献
上
せ
ん
こ
と
を
、
そ
の
叔
父
の
范
銃

翻
に
代
奏
さ
せ
て
い
る

が
、
乾
隆
帝
は
こ
れ
を
余
計
な
も
の
と
し
て
拒
否
し
た
。
即
ち
、
官
商
范
氏

が
自
分
の
利
益
を
は
か
る
た
め
、
帝
室
や
官
僚

と
親
交
を
結
び
、
そ
の

力
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
家
の
独
占
的
事
業

(軍
糧

・
人
参

・
塩
な
ど
)
を
承
辮
す
る
時
に
は
、
思
い
が
け
な
い
損
害
を
被
る
危
険
性
が
あ
り
、

一
旦
失
敗

す
る
と
、
大
き
な
断
空
を
生
じ
て
国
家
か
ら
厳
し
い
資
金
の
返
還
を
追
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
銃
奮
は
康
煕
三
十
九
年

、
内
務
府
商
人
?
銅

制

が
始
ま

っ
た
時
に
は
す
で
に
?
銅
業
務
に
従
事
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
仲
間
の
王
綱
明
が
八
十
三
万
両
の
塵
空
を
生
じ
、
銃
雷
が
彼
に
代

っ
て
す

　ゐ
　

べ
て
返
済

し
た
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
乾
隆
年
間
、
范
銃
奮
が
再
び
?
銅

に
従
事
し
た
理
由
は
、
官
府
に
対
す
る
負
債

の
整
理
で
あ

っ
た
。

そ
の
債
務

の
き

っ
か
け
は
、
恐
ら
く
雍
正
末
年
再
び
行
な
わ
れ
た
西
北
の
遠
征
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同

「墓
表
」
に
よ
る
と
、
銃
醸
は
敵
に
襲



わ
れ
、
米
十
三
万
余
石
及
び
運
載
し
た
牛

・
馬

・
酪
駝
を
失
い
、
百
四
十
四
万
両
の
損
害
を
被
り
、
全
く
自
弁
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
、
そ
の
時
、
兵

が
撤
退
し
、
科
布
多

に
運
ぶ
米
を
改
め
て
近
地
に
輸
送
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
さ
ら
に
二
百
六
十
二
万
両
の
損
害
を
被

っ
た
。
「墓
表
」

の
続

き
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

先
以
歴
年
応
領
米

・
鉛
価
九
十
余
万
両
拍
抵
、
余
立
五
限
輸
戸
部
。
乾
隆
三
年
奉
命
採
辮
洋
銅
運
京
局
、
以
抵
分
限
応
輸
之
数
。
又
奉
命
採
覆

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

烏
蘇
里

・
緩
芽
、
…
…
迄
不
敷
成
額
。
八
年
、
部
議
以
応
折
覆
価
及
所
通
運
値
凡
百
十
四
万
有
奇
、
悉
辮
洋
銅
、
輸
西
安

.
保
定

.
湖
北

.
江

西

・
江
蘇
五
布
政
司
、
備
鼓
鋳
。

と
あ
り
、
米

・
鉛
採
買
の
資
金
を
差
引
い
て
計
算
し
て
も
、
な
お
百
十
四
万
両
の
薦
欠
が
あ

っ
た
の
で
、
洋
銅

.
人
参
な
ど
を
採
買
さ
せ
、
そ
の
薦

　ゆ
　

欠
を
完
済
さ
せ
た
。
沈
徳
潜

「
范
太
僕
神
道
碑
銘
」

に
も
、

乾
隆
三
年
八
月
、
畳
奉
?
銅

之
命
、
而
?
銅

之
役
故
難
。
銅
産
倭
地
、
開
采
歳
久
、
其
源
漸
乏
、
倭
以
銅
少
居
奇
、
狡
狢
百
出
。
又
海
舶
出
没

風
涛
中

、
率
両
歳
始
返
。
…
…
公
既
老
之
年
、
力
承
戴
役
、
翼
上
勿
負
朝
廷
之
恩
、
下
勿
滋
子
孫
之
累
、
心
力
交
疲
、
病
致
不
起
。

と
あ

っ
て
、
洋
銅
の
採
買
に
苦
労
し
た
た
め
に
、
病
死
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
の

「勿
滋
子
孫
之
累
」
と
い
う
記
事
か
ら
見
れ
ば

、
官
商
は
政
府
の
庇

護
の
も
と
に
い
か
に
特
権
を
享
有
し
て
も
、

一
旦
廟
欠
が
生
じ
て
完
済
で
き
な
い
場
合
、
親
族
ま
で
が
追
及
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
れ
ソ

彼

の
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
松
浦
章
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
銃
酸
の
活
躍
を
伝
え
た
資
料
の
う
ち
、
最
晩
年

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
乾
隆
十
年
の
も
の
で
あ

っ
て
、
な
お
、
そ
の
後
に
継
ぐ
范
清
注

は
、
乾
隆
十
四
年
の
時
点
に
は
?
銅

官
商
で
あ

っ
た

こ
と
か
ら
し
て
、
范
硫
奮
は
乾
隆
十
年
か
ら
十
三
年
の
間
に
没
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
恐
ら
く
范
銃
醸
の
蔚
欠
が
ま
だ
完
全
に
完
済
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
子

の
范
清
注

に
接
辮
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
こ
の
范
銃
積
を
?
銅

貿
易
に
従
事
さ
せ
た
の
は
、
彼
が
清
朝
の
功
臣
范
文
程
の

一
族
で
あ

っ
た
か
ら
厚
遇
し
た
こ
と

に
よ
る
と
言
わ
れ
て

き
煙
・
し
か
し
・
?
銅

の
利
益
の
面
か
ら
考
え
て
も
・
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
亀

、
ま
た
、
事
実
上
に
お
い
て
も
山
西
范
氏

と
藩
陽
范
氏

と
の
間

　が
　

を
血
縁
的
関
係

で
結
び
つ
け
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
范

銃
醸
が
内
務
府
商
人
と
し
て
清
朝
に
重
視
さ
れ
た
背
景
に
は
、
先
祖
よ
り
清
朝
の
財
政
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た

こ
と
が
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
銃
醸
の
晩
年
か
ら
国
家
事
業
の
承
辮
に
欠
損
を
生
じ
、
い
か
に
清
朝
の
大
官
と
親
密
な
関
係
を
結
ん
で
い
よ
う
と
も
、
国
家
の
公
金
を
完

済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、
山
西
范
氏

の

一
族
は
衰
微
の
途
を
辿
り
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



范
銃
韻

の
後
、
官
商
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
第
二
子
の
清
注
で
あ
る
。
?
銅

の
官
商
に
な
る
前
は
、
前
掲

『清
高
宗
実
録
』
乾
隆
六
年
の

マ
マ

史
料
に

「
参
商
范
清
柱
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
北
人
参
の
採
買
に
従
事
し
た
。
ま
た
、
乾
隆
十
三
年
十
二
月
、
当
時
内
閣
中
書

で
あ

っ
た

　　
　

范
清
注

は
四
川

へ
の
軍
米
の
輸
送
を
担
当
し
て
い
た
。
乾
隆
十
四
年
か
ら
?
銅

の
官
商
を
継
い
だ
後
、
各
省
鼓
鋳
用
の
洋
銅
を
採
買
し
た
ほ
か
、
他

　ゆ
　

の
事
業
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
乾
隆
二
十

一
年
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
商
人
洪
任
が
寧
波
に
到

っ
た
時
、
当
時
の
戸

　ゼ

部
郎
中
で
あ
る
清
注
は
、
家
人
を
遣
し
て
同
人
と
破
璃

(ガ
ラ
ス
)
の
取
り
引
き
を
し
た
。
な
お
、
乾
隆
二
十
二
年
に
河
東
塩
の
収
穫
が
不
良
で
あ

　れ
　

っ
た
の
で
、
蒙
古
塩
の
採
買
を
引
き
受
け
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
銅
商

で
あ
る
と
同
時
に
、
塩
商

・
米
商
な
ど
を
も
兼
ね
る
と

い
う
よ
う
に
、
そ
の
経

営
形
態
は
か
な
り
多
角
的
で
あ

っ
た
。
内
務
府
官
商
の
范
氏
は
自
分
の
親
族
的
或
は
同
郷
的
関
係
に
よ

っ
て
、
周
辺
に
集
ま

る
子
弟
に
資
金
を
貸
与

し
、
各
地

に
配
置
し
て
商
業
に
従
事
さ
せ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
タ

清
注
の
経
営
状
況
を
示
す
の
は
、
乾
隆
十
七
年
の
内
務
府
の
上
奏
で
あ
る
。
彼
は
銅
務
を
接
辮
す
る
当
時
、
国
家

に
負

っ
た
債
務
が
か
な
り
あ
り
、

洋
船
を
仕
出
す
こ
と
ま
で
も
困
難
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
同
奏
摺
に
范
氏

の
財
産
を
没
収
し
て
借
金
を
返
済
さ
せ
る
議
が
あ

っ
た
が
、
乾
隆
帝
は
、

彼
の
後
を
継
ぐ
人
が
い
な
い
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
拒
否
し
、
更
に
内
庫
よ
り
三
十
万
両
の
資
金
を
前
貸
し
て
官
商
の
位
を
続
け
さ
せ
、
十
年
を
期

　の
　

と
し
て
元
利
を
返
済
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
乾
隆
二
十
七
年
に
范
清
注

が
没
し
、
相
当
の
積
欠
が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ

の
兄
の
清
洪
を
接
辮
さ

　　
　

せ
た
の
で
あ
る
。

嘉
慶

『
介
休
県
志
』
巻
九
、
人
物
に
清
洪
の
略
伝
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
乾
隆
十
年
に
明
通
榜
に
合
格
し
、
後
に
六
年
間
浙
江

省
寧
紹
台
道

に
な

っ
た
と
あ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
乾
隆
十
九
年
に
張
家
陣
商
か
范
天
錫

(清
洪
)
等
が
蒙
古

へ
の
軍
糧
の
輸
送
を
担
当
し
た
記
録
が
見
麺
、

ヘ

へ

　
お
　

ま
た
、
同

二
十
二
年
に
道
員
范
清
洪
に
新
彊

へ
軍
需
を
採
辮
さ
せ
た
記
事
が
見
え
る
か
ら
、
乾
隆
二
十
年
か
二
十

一
年
か
ら
二
十
六
年

の
間
に
そ
の

職
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
官
職
を
や
め
て
か
ら
、
?
銅

の
官
商
を
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
父
の
銃
酸

・
弟
の
清
注
と
同
様
に
河
東
塩

の
販
運
に

従
事
し
て

い
た
こ
と
は
、
す
で
に
乾
隆
四
年
の
史
料
に
見
え
て
お
り
、
河
東
塩
の
三
分
の

一
ほ
ど
を
販
運
し
た
大
商
人
で
あ

っ
越
。
と
こ
ろ
が
、
乾

隆
二
十

一
.
二
十
二
年
に
河
東
の
塩
池
は
水
害
に
遭

っ
て
、
大
き
な
損
失
を
蒙

っ
た
た
め
、
資
本
が
欠
乏
し
、
且

つ
引
地
が
多
く
、
塩
課
が
重
か
っ

　
お
　

た
の
で
、
河
東
塩
の
引
地
を
す
べ
て
手
放
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
『乾
隆
棺
』
二
十

一
輯
、
乾
隆
二
十
九
年
六
月

一
日
、
河
東
塩
政
李
質
穎

の
奏
摺
に
、ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

霧
照
商
人
范
天
錫
、
即
范
清
洪
、
在
内
務
府
具
呈
、
将
河
東
引
地
八
処
全
行
告
退
、
所
有
塩
業
値
銀
三
十
万
両
、
官
為
変
棄
。
先
於
内
庫
借
銀



三
十
万
両
、
以
作
長
盧
運
本
。
侯
河
東
塩
業
変
価
、
抵
還
所
借
。

と
あ
り
、
河
東
塩
の
産
業
を
官
の
た
め
に
銀
三
十
万
両
に
換
え
て
、
こ
れ
を
抵
当
に
入
れ
て
同
額
の
銀
を
前
借
し
、
長
直
塩
の
販
運
の
資
本
に
充
当

　
お
　

し
た
。
ま
た
、
范
清
洪
が
河
東
塩
の
引
地
を
手
放
し
た
の
と
同
時
に
、
そ
の
従
兄
弟
の
范
清
済
も

一
緒
に
退
出
し
た
こ
と
が
、
同
書
、
乾
隆
二
十
九

年
四
月

一
日
、
李
質
穎
の
奏
摺
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
范
氏

一
族
が
河
東
塩
の
販
運
を
独
占
し
て
共
同
経
営
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
。
乾
隆
二
十
年
代
、
水
害
で
河
東
塩
業
が
不
況
に
な
っ
た
時
、
河
東
の
薄
利
の
引
地
を
手
放
し
て
、
改
め
て
内
務
府
か
ら
資
金
を
前
借
し
て
、
利

益
の
あ
る
長
盧
塩
の
販
運
に
従
事
し
た
と
思
わ
れ
る
。

范
清
洪
が
?
銅

の
官
商

で
あ

っ
た
の
は
僅
か
二
年
の
間
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
従
兄
弟
の
范
清
済
が
官
商
を
継

い
だ
。
『清
高
宗
実

録
』
巻
七
三
七
、
乾
隆
三
十
年
五
月
庚
子
の
条
に
、

戸
部
議
准
、
直
隷
総
督
方
観
承
疏
称
、
候
選
員
外
郎
范
清
済
接
?
銅

肋
、
自
三
十
年
為
始
、
毎
年
辮
解
保
定
銅
二
十
五
万
勧
。

と
あ
り
、
乾
隆
三
十
年
よ
り
直
隷
鼓
鋳
用
の
洋
銅
二
十
五
万
斤
を
保
定
に
解
送
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
官
商
は
史
料
に
現
わ
れ
る
と
お
り
、

蒙

に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
名
義
者
は

天

で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
複
数
の
家
族
が
経
営
に
当

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
乾
隆

三
+
聯
か
ら
官
商
は

范
清
済
で
あ

っ
た
が
、
日
本
側
の
史
料
に
は

「
范
天
錫
」

の
名
が
屡
々
見
ら
れ
る
。
『明
安
調
方
記
』

の

「唐
船
宿
町
順
」
の
冒
頭
に
、
荷
主
の
名

と
思
わ
れ
る

「
范
天
錫

・
楊
裕
和
」
と
あ
る
。
范
天
錫
は
前
述
の
范
清
洪
の
こ
と
で
、
楊
裕
和
は
後
述
の
額
商
の
総
商
で
あ
る
。
同
書
に
は
、
明
和

ハお
ソ

元

(乾
隆
二
十
九

・
一
七
六
四
)
年
か
ら
天
明
七

(乾
隆
五
十
二

・
一
七
八
七
)
年
ま
で
長
崎
に
入
港
し
た
唐
船
の
宿
町
を
記
す
ほ
か
、
入
港
年
月

日

●
番
立
種

.
船
主
名

・
所
属

(官
商

・
民
商

)
な
ど
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
渡
航
唐
船
の
所
属
を
明
ら
か
に

「
范
」
氏
と

「十

二
」
家
と
に
区
別
し
て
記
し
て
い
る
。
乾
隆
二
十
年
よ
り
官
商
と
額
商
の
商
額
が
定
め
ら
れ
た
後
、
長
崎
に
渡
航
し
た
唐
船
は
ほ
と
ん
ど
官
商
と
十

二
家
額
商
に
独
占
さ
れ
た
。
乾
隆
三
十
年
か
ら
官
商
は
替
わ

っ
た
が
、
家
号
は
替
わ

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
同
書
に
は
依
然
と
し
て

「
范
」
と
記

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
安
永
三

(乾
隆
三
十
九
)
年
の
五
番
船
か
ら

「天
」
と
い
う
表
記
が
見
え
始
め
、
同
年
に
入
港
し
た
十
三
隻
の
唐
船
の
う

ち
、
所
属
が
判
明
し
た
の
は
九
隻
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
「天
」
の
五
隻
と

「十
二
」
の
四
隻
で
あ

っ
た
。
「
范
」
氏
所
属
の
船
は

一
隻
も
見
え
な

い
。
翌
四

(乾
隆
四
十
)
年
に
も

「
天
」
字
号
船
が
見
え
、
ほ
か
に
安
永
九

(乾
隆
四
十
五
)
年

.
天
明
元

(乾
隆
四
十
六
)
年
に
も
同
じ
で
あ
る
。

前
掲
四
年
間

に
入
港
し
た

「
天
」
字
号
船
主
の
歴
年
渡
航
記
録
を
表
に
す
る
と
、
表
6
の
ご
と
く
で
あ
る
。

表
6
に
明

ら
か
な
と
お
り
、
「天
」
字
号
船
渡
航
の
年
に

「
范
」
氏
船
が
見
え
な
く
な

っ
た
理
由
は
、
そ
の

「天
」
字
号
船

の
船
主
が
す
べ
て
と



表6"天"字 号船主日本渡航表(乾隆29～47年)

*

*

*

*

中国

年号

乾隆29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

日本

年号

明和元

2

3

4

5

6

7

8

安永元

2

3

4

5

6

7

8

9

天明元

2

西暦

1764

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

干支

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

蒋培之

子3番 〈范〉

丑13番 〈范〉

卯7番 〈范〉

午5番 〈天〉

楊曜祥

(楊曜文)

(卯3番〈范〉)

(巳2番〈范〉)

脇船頭

午5番〈天〉

1申4番〈?〉)

涯縄武

申5番 〈范〉

亥3番 〈范〉

午6番 〈天〉

未11番 〈?〉

方西園

脇船頭

午6番〈天〉

脇船頭
子番外〈士〉

崔華年

午8番 く天〉

戌6番 〈?〉

子11番 〈天〉

黄維翰

子5番 〈范〉

　

卯 ・番 〈范>
12

辰13番 〈せ范〉

午11番 〈天〉

隅声遠

辰10番 〈范〉

午12番 〈天〉

酉13番 〈范〉

周緯屏

寅13番 〈范〉

未5番 〈天〉

張玉符

子12番 く天〉

王徳中

子13番 〈天〉

姜又端

丑3番 〈天〉

王東山

戌2番 〈范〉

丑7番 〈天〉

備 考

船数14〈范>7〈士>7

12<范>5〈=t=>7

12<范>5〈士>7

13〈范>8〈=七>5

9<范>4〈士>5

13〈范>6〈士>6〈広>1

13<范>4〈主>7〈安>1

〈夏>1

13〈范>10〈士>3

13〈范>6〈士>7

13〈范>6〈=±=>7

13〈范>5〈士>4〈不

明>4

13<天>1〈 士>4〈不

明>8

13〈范>2〈士>2〈不

明>9

13<范>3〈士>2〈不

明>8

13〈范>3〈士>5〈不

明>5

13〈 不明>13

14〈天>3〈士>3〈不

明>8

13〈天>2〈士>5〈不

明>6

13〈 不明>13

(「明安調方記』所収「唐船宿町順」により作成)

註 〈 〉内 は所属で ある。



い
っ
て
い
い
ほ
ど

「
范」
氏
船
の
船
主

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
范」
と

「天
」
と
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ

っ
た
の
か
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
こ
の

「天
」
と
記
さ
れ
て
い
る
船
の
荷
主
は
、
当
時
の
官
商
范
清
済
で
は
な
く
、
范
天
錫

(清
洪
)
で
あ

っ
た
。
乾
隆
三
十
年
よ
り
官
商

は
范
清
済
で
あ

っ
た
が
、
清
洪
は
す
で
に
前
年
よ
り
官
商
を
や
め
、
長
盧
塩
の
販
運
に
従
事
し
て
い
た
。
で
は
、
な
ぜ
范
清
洪
が
再
び
洋
銅
の
採
買

を
行
な
っ
た
の
か
。
官
銅
の
採
買
に
は
利
益
が
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
恐
ら
く
范
清
済
が
経
営
の
難
渋
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
省
の
鼓
鋳
に
関

係
し
て
官
銅

の
調
達
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、

一
族
の
范
清
洪
を
代
理
人
と
し
て
共
同
に
採
辮
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
側
の
史

料
に
は
、
乾
隆
三
十
年
以
後
、
范
清
洪
が
洋
銅
を
採
買
し
た
記
事
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
乾
隆
三
十
五
年
に
官
商
范
清
済
が
浙
江

省
に
納
入
す
べ

　
ソ

あ
　

き
銅
五
万
斤

は
未
納
の
ま
ま
で
、
更
に
同
三
十
五

・
三
十
六
年
に
陳
西

・
江
蘇

・
江
西
等
の
省
に
も
洋
銅
納
入
不
足
の
記
録
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
、

　ゆ
　

長
崎
崇
福
寺
所
蔵
の
文
書
に
、
明
和
五

(乾
隆
三
十
三
)
年
十
二
月
付
、
長
崎
訳
司
よ
り
范
天
錫

・
楊
裕
和
宛
て
の

「請
唐
僧
申
渡
」
書
付
が
見
え
、

乾
隆
三
十
三
年
に
范
氏

の
荷
主
は
范
天
錫
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
安
永
四

(乾
隆
四
十
)
年
四
月
広
東
に
漂
着
し
た
日
本
人
達
が
、
同
八

　れ

　

月
に
浙
江
省

の
乍
浦
に
護
送
さ
れ
、
そ
こ
で
日
本
商
范
氏

十
二
家
両
荷
主
范

天
錫

・
王
履
階
の
撫
育
介
抱
を
受
け
た
と
い
う
記
録
が
見
え
、
前
掲

　　
　

「天
」
字
号
船
の
渡
航
年
次
に
合

っ
て
い
る
。
更
に
、
『明
安
調
方
記
』

の

「端
物
尺
幅
井
印
附
」

の
項
に

「天
錫
字
号
定
織
」

.

「天
錫
号
」

.

「

　よ
り　

丑
6
天
錫
局
」
な
ど
唐
船
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
織
物
の
製
造
元
、
或
は
輸
入
元
の
家
号
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
印
記
が
多
く
記
さ
れ
て
お
り
、

「天
錫
号
」

と
は
范
天
錫
の
家
号
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に

「丑
δ
天
錫
局
」
と
い
う
記
事
が
注
目
さ
れ
、
こ
こ
で
は

「丑
年
よ
り
范
天
錫

所
属
の
問
屋

か
ら
輸
入
し
た
」
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「丑
年
」
と
は
何
年
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
明
和
元
年
か
ら
天
明
二
年

の
間
に
、
該
当
す
る
年
は
明
和
六

(乾
隆
三
十
四
)
己
丑
年
と
天
明
元

(乾
隆
四
十
六
)
辛
丑
年
の
二
年
で
あ

っ
た
。
明
和
六
年
に

「天
」
字
号
船

の
渡
航
記
録

は
見
え
な
か

っ
た
か
ら
、
天
明
元
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
記
事
に
よ
っ
て
、
「天
」
と
記

さ
れ
て
い
る
船
の
荷
主

は
范
天
錫

(清
洪
)
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
范
天
錫
は
范
清
済
の
商
名
で
、
乾
隆
三
十
年
か
ら
四
十
七
年
ま
で
?
銅
貿
易

　
お
　

に
従
事
し
て
い
た
官
商
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
複
数
の
荷
主
が
あ

っ
て
、
范
清
済
と
共
同
に
従
事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　　

乾
隆
四
十
八
年
に
官
商
范
氏

が
倒
産
し
て
、
長
藍
の
塩
商
王
世
栄
に
洋
銅
を
採
辮
さ
せ
た
時
に
降
さ
れ
た
乾
隆
帝
の
上
諭

の

一
節
に
、

朕
思
范

清
済
承
辮
長
薩
塩
務
、
並
採
辮
洋
銅
、
原
令
其
彼
此
通
融
、
以
塩
務
余
息
接
済
銅
肋
、
互
為
調
剤
。
若
専
?
銅

肋
、
不
辮
塩
務
、
是
辮

塩
之
商
人
得
露
余
潤
、
而
?
銅

者
更
形
端
歴
、
未
免
苦
楽
不
均
、
殊
非
酌
盈
剤
虚
之
道
。

と
あ
り
、
塩
務
を
承
辮
し
な
が
ら
洋
銅
を
採
辮
さ
せ
る
の
は
、
塩
務

の
利
潤
を
以

っ
て
洋
銅
採
買
の
欠
損
を
補
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

っ



た
。
?
銅

の
官
商
が
ほ
と
ん
ど
塩
商
か
ら
選
ば
れ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
范
清
済
が
塩
務
を
う
ま
く
経
営

で
き
な
か
っ
た
の

で
、
そ
の
利
益
は
僅
か
で
あ

っ
て
、
洋
銅
の
採
買
に
支
障
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
前
引
乾
隆
帝
の
上
諭
に
、
ま
た
、

因
范

清
済
不
善
経
理
塩
務
、
獲
息
無
多
、
選
派
能
事
妥
商
十
人
、
並
先
行
塾
借
銀
三
十
万
両
、
代
辮
塩
務
、
此
事
在
商
人
等
自
所
楽
従
。
設
選

派
商
人
専
為
范
清
済
代
?
銅
務
、
即

一
体
借
給
銀
三
十
万
両
、
亦
未
必
有
人
肯
為
接
辮
。

と
あ
り
、
商
人
に
三
十
万
両
の
資
金
を
前
貸
し
て
、
范
清
済
の
塩
務
を
接
辮
さ
せ
る
な
ら
、
皆
楽
し
ん
で
引
き
受
け
る
が
、
同
じ
三
十
万
両
の
資
金

で
洋
銅
を
採
買
さ
せ
る
な
ら
、
引
き
受
け
る
商
人
が
い
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
洋
銅
採
買
の
困
難
が
こ
の
上
諭

に
明
ら
か
に
記
さ
れ
、

そ
こ
で
、
同
族
の
范
清
洪
を
代
理
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

　れ
　

次
に
、
范
氏

が
洋
銅
の
採
買
に
支
障
を
来
し
た
原
因
を
後
掲
の
内
務
府
楷
案
で
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
乾
隆
二
十
年
七
月
、
范
清
注

の
上
奏
の

一
節
に
、
惟
是
倭
人
狡
詐
、
居
奇
勒
措
、
貨
到
彼
国
毫
無
利
息
。
加
以
注

〔
范
清
注
〕
所
?
銅
斤
、
水
陸
路
程
合
算
、
毎
百
斤
只
抵
錆
銀
十
三
両
五
銭
、

較
之
江
・
浙

等
省
収
買
洋
銅
、
毎
百
斤
減
価
四
両
、
以
致
採
辮
愈
銀
。
其
所
鉄
銀
両
、
倶
以
高
利
借
貸
、
愈
累
愈
深
。
(「内
務
府
来
文
」
乾
隆

三
十

一
年
六
月
)

と
あ
り
、
日
本
側
の
厳
し
い
貿
易
制
限
と
清
政
府
の
官
銅
収
買
価
の
低
下
に
よ
っ

て
、
?
銅

の
利
益
を
失

い
、
不
足
の
資
金
を
調
達
す
る
た
め
、
高

利
の
金
を
借
り
て
業
務
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
范
清
済
の
奏
摺
に
、

伏
査
清
済
応
発
採
銅
洋
船
七
隻
、
共
需
貨
本
銀
二
十
鯨
万
両
、
且
兼
洋
面
風
汎
無
常
、
不
能
応
期
回
樟
、
而
内
地
辮
発
必
得
按
時
揚
帆
、
是
以

前
船
未
到
、
後
船
又
得
男
備
資
本
。
加
以
自
備
水
陸
運
脚
解
交
各
省
、
資
本
尤
属
浩
大
。
此
項
資
本
全
頼
引
塩
、
引
地
近
年
成
本
倍
於
往
昔
、

除
塩
穣

・
縄
席

・
引
課

・
運
脚
外
、
所
余
利
息
無
多
。
?
銅

恐
誤
辮
塩
、
辮
塩
又
恐
誤
?
銅

。
(
「内
務
府
来
文
」
乾
隆

四
十
六
年
四
月
)

と
あ
る
よ
う
に
、
海
洋
の
風
汎
が
予
測
で
き
な
い
の
で
、
?
銅
船
は
期
限
ど
お
り
に
帰
航
で
き
ず
、
ま
た
自
費

で
洋
銅
を
各
省
に
解
送
す
る
義
務
が

あ
り
、
し
か
も
、
財
源
を
支
え
る
塩
の
引
地
が
不
況
で
あ
っ
た
た
め
、
利
益
は
僅
か
で
あ

っ
た
。
更
に
翌
年
の
上
奏
に
、

職
命
運
乖
寮
、
所
発
洋
船
抵
達
東
洋
、
忽
遭
腿
風
打
回
、
拗
棄
貨
物
無
算
。
更
有
范
成
大

一
船
人
貨
全
傾
、
断
折
成
本

六
万
両
、
報
明
江
・
浙

両
省
有
案
。
又
去
夏
海
潮
溢
湧
、
沖
没
蛇
塩
三
万
余
包
、
折
本
銀
三
万
両
、
以
致
今
年
不
能
周
転
、
告
運
銀
難
、
目
下
各
引
地
均
有
断
塩
之
慮
。

(
「内
務
府
奏
錆
棺
」
乾
隆
四
十
七
年
七
月
)



と
あ
り
、
海
難
が
相
次

い
で
発
生
し
、
さ
ら
に
は
、
塩
の
販
運
に
お
い
て
も
思
い
が
け
ぬ
災
害
に
遭

っ
た
の
で
、
経
営
が
維
持

で
き
な
い
状
況
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
三

つ
の
上
奏
は
、
?
銅
成
績
不
良
の
言
わ
け
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
貿
易
に
従
事
す
る
商
人
が
、
意
外
な
損
害

に
遭
う
こ
と
は
、
実

際
よ
く
あ
る

こ
と
で
あ
り
、
あ
る
程
度
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
原
因
の
ほ
か
に
、
国
家
か
ら

の
搾
取
も
見
逃
し
て

　　

　　
　

は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
内
務
府
商
人
は
貿
易
上
の
特
権
を
享
有
す
る

一
方
で
、
国
家
に
対
す
る
掲
輸
、
官
僚
に
対
す
る
饒
送
な
ど
を
怠
る
わ
け
に
も

い
か
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
幣
利
銀

・
節
省
銀
な
ど
を
上
納
す
べ
き
銀
両
が
あ
り
、
商
人
に
と

っ
て
は
巨
大
な
負
担
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
四
+
六
年
六
月
の

「総
管
内
務
府
奏
鎗
棺
」
.煙
、
范
氏

一
族
が
倒
産
す
る
直
前
の
財
産
リ
ス
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

一
族
は
、
直
隷

・
河
南
の
二
十
州

・
県
に
塩
店
、
北
京

・
張
家
口
な
ど
の
地
に
商
店
十
余
軒
、
天
津

.
澹
州
に
塩
の
倉
庫
、
蘇
州
に
銅
務
を
管
理
す

る
船
局

(洋
船
六
隻
を
含
む
)、
各
地
に
あ
る
家
屋
約
千
軒
、
張
家
口
に
土
地

一
万
余
畝
を
所
有
し
て
い
た
。
な
お
、
范
氏

の
本
籍
の
山
西
介
休
県

に
あ
る
財
産

を
ま
だ
計
算
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
も

一
般
の
商
人
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
全
盛
期
の
財
産
と
な

れ
ば
、
そ
の
何
倍
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

嘉
慶

『介
休
県
志
』
煙
范
氏

一
族
の
記
事
が
多
く
見
ら
れ
、
ま
ず
洋
銅
の
採
買
と
し
て
知
ら
れ
る
人
の
略
譜
を
掲
げ
る
と
、
次
図
の
如
く
で
あ
る
。

な
お
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
范
氏

一
族
が
ほ
と
ん
ど
官
職
を
持

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
系
図
に
出
て
い
る
人
を
例
と
し
て
、
そ
の
主
な
官
職
を

見
る
と
、
范
銃
馨

県
丞

范
銃
酸

州
同

*
范
銃
奮

太
僕
寺
正
卿

范
銃
醇

布
政
司
参
政

范
銃
騎

直
隷
正
定
総
兵

*
范
清
済

候
選
員
外
郎

*
范
清
洪
浙
江

寧
紹
台
道

・
戸
部
郎
中

*
范
清
注

太
僕
寺
少
卿

・
戸
部
郎
中

?
銅

官
商
范
氏
系
図

荘
永
斗

④
清
済

③
清
洪

②
清
注
清
潤

李重
薬

柴

註
:
番
号
は
官
商
に
な

っ
た
順
番



范
清
潤

候
選
州
同

范
李

掲
職
郎
中

范
重
繁

候
選
員
外
郎

　れ
　

と
あ
る
。
清
代
に
お
い
て
、
官
吏
そ
れ
自
身
は
法
的
に
は
直
接
商
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
范
氏

一
族

の
場
合
は
、
も
と
よ
り

商
人
で
あ

っ
た
た
め
、
塩

・
洋
銅
な
ど
の
採
買
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
ら
が
採
買
し
た
の
は
す
べ
て
国
家
の
必
要
品
で
あ

り
、
国
家

の
公
金
を
前
借
し
て
採
買
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
清
朝
前
期

の
関
差
や
各
省
の
督
撫
に
よ
る
?
銅
と
同

じ
性
質
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
清
代
に
は
康
煕

・
乾
隆
期
以
来
、
掲
納
が
大
規
模
に
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
商
人
の
獲
得
す
る
実
職
も

　
お
　

次
第
に
高
位
の
も
の
と
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
営
業
上

の
特
権
も
増
加
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

范
清
済
が
乾
隆
四
十
八
年
に
百
二

・
三
十
万
両
の
積
欠
を
生
じ
て
倒
壊
し
た
後
、
そ
の
財
産
を
抵
当
に
し
て
も
な
お
不
足
が
あ

っ
た
の
で
、
子
の

　
ろ

范
李
に
完
済
さ
せ
た
。
銅
務
と
塩
務
に
つ
い
て
は
、
『清
高
宗
実
録
』
巻

=

七
二
、
乾
隆
四
十
八
年
正
月
壬
寅
の
条
に

「今
范

清
済
既
不
能
辮
理

塩
務
、
男
選
他
商
代
辮
。
而
其
毎
年
蘇
局
所
?
銅

肋
、
傍
著
伊
姪
范
柴
照
旧
承
辮
。」
と
見
え
、
塩
務
を
塩
商
の
仲
間
に
代
癬
さ
せ
、
利
益
の
な
い

銅
務
を
甥
の
范
柴
に
代
理
さ
せ
た
。
し
か
し
、
范
柴
が
実
際
に
洋
銅
の
採
買
を
行
な

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、

国
家
と
の
関
係
を
い
か
に
緊
密
に
し
た
と
し
て
も
、
断
空
を
生
じ
れ
ば
、
親
族
ま
で
厳
し
い
債
務
の
返
済
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

②

王
氏
范
氏

の
後

に
官
商
に
な
っ
た
の
は
、
長
盧
塩
商
の
王
世
栄
で
あ

っ
た
。
『清
高
宗
実
録
』
巻

=

八
六
、
乾
隆
四
十
八
年
八
月
丁
卯
の
条
に
、

拠
閾
鴉

元
奏
、
蘇
州
官
商
承
辮
洋
銅
、
除
毎
年
額
解
六
省
官
銅
五
十

一
万
余
肋
外
、
其
多
余
之
銅
倶

一
律
交
官
、
侯
年
清
年
款
之
後
、
伍
准
該

商
変
売
余
銅
等
語
。
此
項
銅
肋
、
前
因
范
清
済
癬
理
不
善
、
圧
欠
甚
多
、
是
以
余
銅
不
准
自
行
変
売
。
今
新
商
王
世
栄
代
為
接
辮
、
(中
略
)

嗣
後
除
毎
年
額
運
正
項
銅
肋
交
清
、
並
酌
量
分
年
帯
交
積
欠
若
干
外
、
其
余
銅
肋
、
即
准
其
照
旧
変
売
、
以
紆
商
力
。

と
あ
り
、
范
清
済
は
乾
隆
四
十
八
年
に
倒
産
し
、
採
辮
し
た
洋
銅
に
多
大
な
積
欠
が
生
じ
、
そ
れ
を
王
世
栄
に
代
辮
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
毎
年

定
額
の
銅
を
官
府
に
納
め
る
ほ
か
、
范
清
済
の
積
欠
も
少
し
ず

つ
返
済
し
、
そ
れ
以
上
に
若
し
余
分
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
自
由
販
売
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
王
世
栄
の
出
身
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
同
書
巻

一
一
九
五
、
乾
隆
四
十
八
年
十
二
月
癸
酉
の
条
に
、
父
の



王
鳳
起
が
乾
隆
四
十
三
年
に
戸
部
よ
り
綱

・
布

・
絨

・
麻
な
ど
を
領
買
し
た
代
金
の
未
返
還
金
が
十
三
万
余
両
あ
り
、
水
難
に
遭

っ
て
、
遂
に
返
還

不
能
の
状
況

に
な
っ
た
の
で
、
子
の
王
世
栄
が
自
分
所
有
の
塩
引
地
を
抵
当
に
し
て
返
還
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
王
世
栄
の
父
も
長
盧
の

塩
商
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
河
南
省
で
は
日
照
り
が
続
き
、
塩
を
販
運
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
内
務
府
に
上
納
す
べ
き
塩
課
と
利
息

ハ
お
　

銀
が
返
還
困
難
に
な
っ
て
、
遂
に
商
力
疲
弊
し
て
銅
の
採
買
に
も
支
障
を
来
す
こ
と
と
な
っ
た
。
嘉
慶

『長
颪
塩
法
志
』
巻
十

二
、
賦
課
下
に
、

商
人
王
世
栄
因
独
肩
銅
務
、
資
本
不
敷
。
拠
呈
、
準
令
自
五
十

一
年
為
始
、
免
交
二
銭
銀
両
、
原
以
貼
補
銅
費
之
用
。
今
銅
務
業
於
上
年

(五

十
二
年
)
奏
交
銭
鳴
葦
辮
理
、
則
五
十
三
年
以
後
、
王
世
栄
除
官
引
準
其
免
交
外
、
其
自
置
引
地
、
傍
令
按
引
交
納
、
以

昭
画

一
。

と
あ
り
、
王
世
栄
は

一
人
で
洋
銅
採
買
の
業
務
を
担
当
し
、
且

つ
范
氏
に
よ
る
積
欠
の
返
済
義
務
を
も
負
わ
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
資
金
不
足
と
な

り
、
政
府
が

一
引
に
つ
き
二
銭
の
塩
課
を
乾
隆
五
十

一
年
か
ら
免
除
し
て
、
貿
易
に
励
ま
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遂
に
維
持

で
き
な
く
な
り
、
乾

隆
五
十
二
年

に
至

っ
て
?
銅
官
商
か
ら
後
退
し
、
専
ら
塩
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　あ
　

日
本
側
の
史
料

で
は
、
官
商
王
世
栄
の
名
が
見
え
な
い
が
、
王
恩
輪

・
王
恩
輪
と
い
う
名
が
見
え
て
い
る
。
「輪
」
は

「給
」

の
誤
り
ら
し
く
、

二
者
は
同

一
人
物
で
あ
麺
が
、
中
国
側
の
史
料
と
は
合
致
し
な
い
。
王
世
栄
と
王
恩
給
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
人
は
同
族
で
あ
り
、
恩
給
が
蘇
州

あ
た
り
で
王
世
栄
の
官
銅
貿
易
を
管
理
し
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、
或
は
同

一
人
物
で
あ
り
、
恩
給
が
世
栄
の
別
名

で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

な
お
・
王
世
栄
は
乾
隆
三
+
八
年
・
揖
職
郎
中

で
あ
つ
廼
・
前
述
の
范
氏

一
族
と
同
じ
く
、
官
職
の
獲
得
が
彼
ら
に
と

っ
て
は
如
何
に
有
利
か
が

想
像
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

㈲

銭
氏

銭
鳴
葦
が
乾
隆
五
十
三

(天
明
八

・
一
七
八
八
)
年
に
王
氏
を
継
い
で
?
銅
官
商
に
な

っ
た
。
彼
は
も
と
額
商

で
、
乾
隆
十
六
年
に
そ
の
?
銅

の

貿
易
船
が
福
建

に
漂
着
し
た
記
録
が
見
え
て
い
華

そ
の
後
、
『清
高
宗
実
録
』
巻
九
〇
二
、
乾
隆
三
+
七
年
二
月
癸
酉
の
条

に
、
彼
は
後
述
の
額

商
楊
裕
和
の
子
楊
宏
孚
等
の
洋
銅
隠
匿
事
件
を
訴
え
た
、
も
と
山
東
平
度
州
の
知
州
で
あ

っ
た
と
見
え
、
道
光

『平
度
州
志
』

巻
四
、
国
朝
文
武
官

職
官
表
に
よ
れ
ば
、
彼
の
出
身
は
浙
江

省
帰
安
県
で
、
乾
隆
三
十
二
年
か
ら
三
十
四
年
ま
で
平
度
州
知
州
で
あ

っ
た
と
あ
る
。
特
に
彼
が
監
生

の
経

歴
を
も
つ
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
が
、
彼
は
早
く
か
ら
額
商
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
か
ら
、
か
な
り
の
財
産
が
あ
り
、
指
納
に
よ

っ
て
官
職
を
獲
得
し



　　

た
も
の
で
あ

ろ
う
。
日
本
側
の
史
料
に
は
、
天
明
八

(乾
隆
五
十
三
)
年
に
新
商
銭
恩
栄
が
王
氏
を
継
い
だ
こ
と
が
見
え
、
ま
た
、
寛
政
七

(乾
隆

　
　
　

六
十
)
年

に

「財
東
銭
恩
栄
」
が
漂
流
の
日
本
人
を
加
意
撫
養
し
た
こ
と
も
見
え
る
か
ら
、
銭
恩
栄
は
恐
ら
く
銭
鳴
拳
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

彼
の
後

に
官
商
を
継
い
だ
の
は
、
そ
の
子
の
銭
継
善
で
あ

っ
た
。
『清
俗
紀
聞
』
巻
十
、
羅
旅
行
李
に
収
載
さ
れ
る
乾
隆
六
十
年
十
月
付

の

「漸

　　
　

海
関
商
照
」

に

「接
辮
官
商
銭
鳴
奉
之
子
銭
継
善
採
?
銅

肋
」
と
あ
る
か
ら
、
銭
継
善
が
乾
隆
六
十
年
冬
幕
よ
り
長
崎
貿
易

に
従
事
し
た
と
思
わ
れ

る
。銭
氏
が

い
つ
ま
で
官
商
と
し
て
続

い
て
い
た
の
か
は
、
史
料
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『会
典
』
巻
二

一
八
、
戸
部
銭
法
、
嘉
慶
二

(寛
政

九

・
一
七
九
七
)
年
の
条
に
、

長
盧
官
商
承
辮
直
隷

・
江
蘇

・
浙
江

・
江
西

・
湖
北

・
陳
西
六
省
洋
銅
、
予
獲
幣
銀
、
赴
洋
採
辮
。
(中
略
)
今
長
謄
乏
断
、
応
令
沁
課
癒
商

掛
警

と
あ
り
、
嘉
慶
二
年
に
は
長
盧
塩
商
の
?
銅
官
商
が
資
金
欠
乏
の
た
め
に
、
官
商
を
辞
退
し
た
の
で
、
江
蘇
に
お
い
て
官
商
を
選
出
し
た
と
言
う
。

こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
銭
継
善
が
や
め
さ
せ
ら
れ
た
の
は
嘉
慶
元
年
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
?
銅
官
商
の
銭
氏
も
長
盧
塩
商
の
仲
間
に
入

っ

て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
乾
隆
末
年
、
銭
価
の
下
落
が
甚
し
く
、
長
盧

で
は
巡
塩
御
史
の
徴
瑞
が
、
塩
を
銀
両
で
売
る
こ
と
を
奏
請
し
た
ほ
ど
で

あ

っ
た
。
し
か
も
降
雨
が
続
き
、
塩
商
の
欠
課
が
累
積
し
て
、
有
力
者
と
い
え
ど
も
つ
ま
ず
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
煙
。
こ
う
し
た
背

景
の
も
と
、
従
来
?
銅

の
業
務
を
担

っ
て
い
た
長
盧
の
塩
商
が
窮
乏
に
陥
り
、
嘉
慶
年
間
か
ら
江
浙
商
人
に
よ

っ
て
洋
銅
の
採
買
が
続
け
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ω

王
氏

銭
氏
の
後
を
継

い
で
?
銅
官
商
に
な

っ
た
の
は
、
も
と
額
商
の
王
履
階
で
あ

っ
た
。
彼
は
既
に
宝
暦
十
三

(乾
隆
二
十
八
)
年
、
十
二
家
の
船
主

　　
　

と
し
て
知

ら
れ
、
中
国
船
に
よ
り
唐
銀
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
最
初
の
商
人
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
彼
は
安
永
五

(乾
隆
四
十

一
)
年
に
日
本
人
の
漂

　お
　

ハ　
　

流
民
を
撫
育

し
た
十
二
家
の
荷
主
で
あ
り
、
天
明
三

(乾
隆
四
十
八
)
年
ま
で
十
二
家
の
総
商
を
や
り
つ
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
王
履
階

　の
　

は
浙
江
杭
州
府
仁
和
県
の
出
身
で
あ
り
、
前
述
し
た
官
商
王
世
栄
と
の
間
に
血
縁
関
係
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
来
、
こ
の
王
履
階
は
両
淮
塩

　　
　

商
王
履
泰

の
同
族
と
考
え
て
き
た
が
、
史
料
上
で
は
確
か
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
は
保
留
し
て
後
考
に
ゆ
だ
ね
る
。



さ
て
、
王
履
階
が
嘉
慶
二
年
官
商

に
選
ば
れ
、
洋
銅
の
採
買
に
従
事
し
た
こ
と
は
、
『大
清
律
例
会
通
新
纂
」
巻
十
、
戸
律

、
倉
庫
上
、
銭
法
の

条
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

マ

マ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

銭
局
応

需
採
辮
洋
銅
、
選
得
江
蘇
民
局
銅
商
王
履
階
為
総
商
、
王
文
繁

〔整
〕

・
孫
邦
木
…為
附
商
。
伍
照
官
商
例
、
預
給
銅
本
、
令
其
採
辮
回

局
。
(
中
略
)
該
商
如
有
欠
額
違
限
等
事
、
革
退
男
選
。
嘉
慶
二
年
三
月
准
杏
。

と
あ
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
が
、
と
こ
ろ
で
、
『長
崎
会
所
五
冊
物
」
二
、
唐
方
商
売
外
唐
銀
持
渡
の
条
に
は

「
天
明
三

(乾
隆

四
十
八
)
卯
年
王
履

マ
マ

階
及
老
衰
、
商
業
難
営
趣

二
而
、
船
主
沈
雲
臆

〔謄
〕
跡
請
奉
願
。」
と
見
え
、
乾
隆
四
十
八
年
に
老
衰

の
た
め
に
、
日
本
渡
航
を
止
め
て
い
る
。

　　

　

十
四
年
後
の
嘉
慶
二
年
に
更
に
官
商
に
選
ば
れ
た
の
は
、
長
期
間
日
本
貿
易
に
従
事
し
た
彼
の
経
験
を
借
り
る
た
め
か
、
或
は
彼
が
二
十
年
間
大
量

　
　
　

の
唐
銀
を
欠
額
な
く
日
本
に
も
た
ら
し
た
こ
と
で
築
い
た
日
本
側
と
の
親
密
な
関
係
を
利
用
す
る
た
め
か
、
或
は
彼
が
か
な
り
の
資
本
を
持

っ
て
い

た
た
め
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

附
商
の
孫
邦
木
…に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
附
商
の
王
文
整
は
王
履
階
と
同
様
に
浙
江
杭
州
府
仁
和
県
の
人

で
あ
る
こ
と
が
明
ら

　き

　　

か
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
王
履
階
の

一
族
か
と
考
え
ら
れ
る
。

王
履
階
の
後
、
官
商
に
な

っ
た
の
は
、
そ
の
弟
の
王
日
桂
で
、
彼
が
官
商
を
継
い
だ
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
引
退
し
た
年
は
嘉
慶
十

　　

ま
ソ

ニ

(文
化
四

・
一
八
〇
七
)
年
で
あ

っ
た
。
嘉
慶
七
年
の

「内
務
府
奏
底
」
に
、

拠
官
商
王
日
桂
等
称
、
東
洋
歴
年
積
欠
前
商
范
清
済
名
下
応
交
銀
三
万
四
千
三
百
七
十
両
。
前
商
王
世
栄

・
銭
鳴
葦
接
辮
後
、
縁
倭
人
年
久
積

欠
、
未

経
追
出
。
今
商
等
承
充
以
來
、
筋
令
行
商
到
洋
設
法
催
討
、
外
洋
積
習
、
事
推
隔
手
、
誘
卸
日
循
。
(中
略
)
商

等
承
認
自
嘉
慶
七
年

為
始
、
分
作
八
年
、
毎
年
在
於
応
発
幣
本
内
劃
拍
完
款
。

と
あ
り
、
前
官
商
范
清
済
の
時
期
に
、
日
本
側
に
よ
る
買
掛
金
三
万
四
千
余
両
の
滞
納
が
あ

っ
た
が
、
年
久
し
く
し
て
、
つ
い
に
は
請
求
不
能
の
状

態
と
な

っ
た

の
で
、
こ
れ
を
接
辮
し
た
官
商
王
日
桂
が
日
本
に
代

っ
て
嘉
慶
七
年
よ
り
?
銅

の
前
借
金
を
若
干
差
し
引

い
て
、
逐
年
、
政
府
に
返
済

し
た
と
い
う
。
こ
の
奏
摺
に
よ

っ
て
、
す
で
に
嘉
慶
七
年
以
前

に
王
日
桂
が
官
商
を
継
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
『続
長
崎
実
録
大
成
』

巻
五
、
清
水
寺
の
条
に

「享
和
三

(嘉
慶
八
、

一
八
〇
三
)
亥
年
在
唐
王
氏
荷
主
王
桐
峯
」
と
見
え
、
ま
た
、
県
立
長
崎
図
書
館
所
蔵
の

「
清
人
書

　れ
り

状
」
に
、
王
桐
峯
の
書
状
が
三
通
あ
り
、
そ
の
嘉
慶
九
年
十

一
月
朔
日
付
、
唐
通
事
京
兵

(陳
可
績
)
宛
て
の
書
状
の

一
節

に
、

桐
自
先
叔
去
逝
後
、
接
理
銭
局
事
務
。
以
來
独
立
支
持
、
時
深
藏
慢
。



と
あ
り
、
叔
父

(王
履
階
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
)
が
な
く
な

っ
た
後
、
銅
務
を
管
理
し
た
と
い
う
。
更
に
、
同
王
氏

の
船
主
夏
雨
村
よ
り
陳

可
績
宛
て
の
書
状

(年
月
不
明
)
に
は
、

ヘ

へ

徹
東
王
桐
兄
自
接
辮
商
総
後
、
十
余
年
来
遭
累
異
常
、
久
在
洞
豊
中
。

と
あ
る
か
ら
、
王
履
階
の
後
に
官
商
に
な
っ
た
の
は
甥
の
王
桐
峯
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
文
化
四

(嘉
慶
十
二
)
年
二
月
、
下
総
国
に
漂

　ハ
　

着
し
た
王
氏
船
主
王
永
安
の
上
書
に

「
?
銅
官
商
王
日
桂
」
と
も
見
え
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
王
日
桂
は
た
だ
名
義
上
の
官
商

で
あ
り
、
前
述
の
范
氏

の
場
合
と
同
様
に
、

一
族
に
よ

っ
て
銅
務
を
経
営
し
、
そ
の
中
で
直
接
、
銅
局
業
務
を
管
理
し
て
い
た
の
が
王
桐
峯
と
王
文

整
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。王
桐
峯
に

つ
い
て
は
、
彼
が
か
つ
て
十
二
家
の
船
主
と
し
て
安
永
七

(乾
隆
四
十
三
)
年
と
天
明
元

(乾
隆
四
十
六
)
年

に
二
度
日
本
に
渡
航
し

　ヨ

　　

た
記
録
が
見
え
て
い
る
。
特
に
、
彼
は
天
明
元
年
に
王
履
階

(当
時
の
十
二
家
総
商
)
名
義
の
信
牌
を
持
参
し
て
長
崎
に
渡
航
し
た
点
か
ら
考
え
る

と
、
王
桐
峯
の
叔
父
が
王
履
階
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
?
銅

の
業
務
を
接
辮
し
て
か
ら
、
日
本
に
渡
航
し
た
記
録
は
、

管
見
の
限
り
に
見
え
な
い
。
「長
崎
志
続
編
」
巻
八
、
文
化
四

(嘉
慶
十
二
)
年
の
条
に

「
日
本
渡
海
唐
商
荷
主
、
是
迄
王
氏
十
二
家
ト
相
立
ノ
処
、

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

王
氏
荷
主
王
永
慶
、
官
銅
調
達
の
年
限
当
年
限
り
」
と
あ
り
、
官
商
王
氏
交
代
の
年
が
中
国
側
の
記
録
と

一
致
し
、
し
か
も
、
王
履
階

・
王
桐
峯
の

名
が
す
で
に
日
本
側
の
記
録
に
見
え
、
別
名
を
使
う
可
能
性
は
な
い
か
ら
、
王
永
慶
は
恐
ら
く
王
日
桂
の
別
名
で
あ
ろ
う
。

⑤

程
氏

王
氏
の
後
を
襲

っ
た
の
は
程
洪
然

で
あ

っ
た
。
「長
崎
志
続
編
」
巻
八
、
文
化
四
年
の
条
に

「程
天
和
ト
申
者
、
当
年
程
洪
然
ト
改
名
シ
、
当
冬

ヨ
リ
、
新
商
程
氏

二
代
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
嘉
慶
十
二
年
の
冬
か
ら
発
船
し
た
と
い
う
。
彼
は
初
め
程
天
和
と
名
乗

っ
て
い
た
が
、
官
商
に
な
る

　
　

と
改
名
し
た
。
即
ち
程
洪
然
は
彼
の
商
名

で
あ

っ
た
。
「長
崎
紀
聞
」
坤
に
、
文
化
四
丁
卯
年
冬
よ
り
同
五
戊
辰
年
秋
ま
で
長
崎
に
入
港
し
た
九
隻

の
唐
船
の
船
主
の
名
が
見
え
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

卯

八

番

船

公

局

船

主

同

九

番

船

王

局

同

沈

九

霞

陸

秋

実

王

蘭

谷

夏

雨

村



マ
マ

同

拾

番

船

鄭

局

辰

壼

番

同

同

二

番

船

公

局

同

三

番

船

公

局

同

四

番

船
+

二

家

同

五

番

船

同

同

六

番

船

同

同同同同同同同

劉

培

原

沈

竹

坪

マ
マ

任

端

鳴

(任
瑞
鳴
)

鹿

星

斉

張

秋

琴

マ
マ

マ
マ

米

鑑
范

(朱
鑑
池
)

程

赤

城

マ
マ

マ
マ

揚

覆

亭

(楊
酸
亭
)

マ
マ

孫

呉

雲

(孫
景
雲
)

右
は
文
化

四
年
冬
よ
り
同
五
年
秋
迄
長
崎

へ
入
津
し
た
る
唐
船
の
船
頭
荷
主
の
名
な
り

(公
局
と
は
十
二
家
額
商
の
こ
と
)

右
に
見

え
る
よ
う
に
、
官
商
交
代
の
た
め
、
王
氏
船
主
に
よ
る
日
本
渡
航
は
、
卯
九
番
船
の
王
蘭
谷
を
最
後
と
し
て
終
わ

る
。
こ
の
王
蘭
谷
は
前

　　
　

述
し
た
王
氏
荷
主
王
桐
峯
の
叔
父
で
、
王
履
階

・
王
日
桂
の
兄
弟
か
従
兄
弟

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
卯
拾
番
船
と
辰

一
番
船
の
下
に

「鄭
局
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
前
掲

『長
崎
志
続
編
」

の
記
事
と
照
合
す
れ
ば
、
「程
局
」

の
誤

ハの
　

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
辰
六
番
船
も
と
王
氏
船
主
の
孫
景
雲
は
、
王
氏
交
代
の
後
、
十
二
家
額
商
の
船
主

(
或
は
荷
主
か
)
と
し
て

長
崎

に
渡
航

し
て
い
る
。
中
国
人
企
業
が
、
よ
り
信
頼
し
得
る
出
海
要
員
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
主
な
成
員
は
家
族
ま
た
は
親
友
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
、

一
旦
経
営
者
が
交
代
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
の
人
事
に
も
変
動
が
起

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　の
り

程
洪
然

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
林
則
徐
の

「会
奏
官
銅
商
辮
洋
銅
請
復
旧
章
摺
」

に
、

嘉
慶
十
三
年
、
程
洪
然
投
充
官
商
、
自
願
減
価
、
毎
百
斤
只
請
価
銀
十
二
両
、
並
願
先
緻
銅
斤
、
後
領
幣
項
。
其
意
只
図
遽
准
、
未
計
顧
損
、

自
此
更
改
旧
章
。
不
久
即
因
力
乏
告
退
。

と
あ
り
、
従
来

(嘉
慶
二
年
以
来
)
洋
銅
収
買
の
官
価
は
百
斤
に
つ
き
十
三
両
五
銭
九
分
三
厘
の
定
例
で
あ

っ
た
が

(表
3
参
照
)、
彼
は
そ
れ
を

十
二
両
で
収
買
し
、
且

つ
銅
価
は
後
払

い
に
す
る
と
い
う
官
府
側
に
有
利
な
条
件
で
?
銅
を
申
出
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
た
だ
官
府
の
許
可
を
得
る

こ
と
の
み
で
、
欠
損
の
こ
と
は
全
く
考
え
て
は
い
な
い
。
恐
ら
く
官
商
の
特
権
を
利
用
し
、
ほ
か
の
兼
営
事
業
或
は
銅
以
外
の
商
品
の
利
益
に
よ

っ



て
銅
の
欠
損
を
補
お
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
の
で
、
僅
か
数
年
で
官
商
か
ら
退
い
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
従
来

の
洋
銅
採
買
に
関
す
る
資
金
の
前
貸
し
の
定
例
は
変
更
さ
れ
、
そ
の
後
の
官
商
の
欠
損
の
原
因
を

つ
く
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

㈲

注
氏

程
洪
然

に
代
わ

っ
て
官
商
に
な
っ
た
の
は
、
涯
永
増
で
あ

っ
た
。
前
掲
林
則
徐
の
奏
摺
に

「後
商
旺
永
増
接
辮
、
僅
只
四
年
、
亦
即
乏
退
。」
と

あ
り
、
そ
の
任
期
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
側
の
記
録
に
は
、
文
化
九

(嘉
慶
十
七
)
年
よ
り
同
十
三

(嘉
慶

二
十

一
)
年
ま
で
、
涯
氏
番
外

　　

　む

船

・
涯
氏
別
船

・
涯
氏
十
二
家
な
ど
の
記
事
が
屡
々
見
ら
れ
、
ま
た
後
任
の
王
宇
安
が
嘉
慶
二
十
二
年
に
官
商
に
な

っ
た
か
ら
、
逆
算
し
て
、
注
永

増
は
嘉
慶
十
七
年
か
ら
二
十

一
年
ま
で
そ
の
位
に
居
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
林
則
徐
の
奏
摺
と

一
年
の
ず
れ
が
あ
る
。

　　
ソ

江
氏
に
関
す
る
史
料
と
し
て

『歴
代
宝
案
』
に
嘉
慶
二
十
年
十
二
月
、
琉
球
に
漂
着
し
た
江
氏
所
属
の
長
崎
貿
易
船
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ

る
と
、
船
頭
の
涯
小
園
は
江
南
休
寧
県
の
人
で
、
従
兄
弟
の
官
商
在
永
増
に
代
わ
っ
て
、
船
主
と
し
て
日
本

へ
洋
銅
を
採
買
し
に
行

っ
た

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
官
商
江
氏
が
い
わ
ゆ
る

「新
安
商
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
民
国

『獄
県
志
』
巻

一
、
輿
地
志
に
、

在
昔
塩
業
尤
興
盛
焉
。
両
淮

八
総
商
邑
人
恒
占
其
四
、
各
姓
代
興
。
(中
略
)
彼
時
塩
業
集
中
准
揚
、
全
国
金
融
幾
可
操
縦
、
致
富
較
易
、
故

多
以
此
起
家
。

と
あ
り
、
清
代
の
両
淮
塩
業
は
ほ
と
ん
ど
新
安
商
人
に
独
占
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
官
商
涯
氏

一
族
は
?
銅
商
人
で
あ
り
な
が
ら
、
両
淮

の
塩
商

で
も

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ω

王
氏

官
商
江
氏
が
資
金
不
足
で
退
い
た
後
、
江
氏
を
継
ぐ
希
望
者
は
い
な
か

っ
た
の
で
、
清
朝
は
、
額
銅
を
確
保
す
る
た
め
、
嘉
慶
二
十
二
年
に
前
述

の
王
日
桂

の
子
の
王
宇
安
に
対
し
て
、
?
銅

官
商
に
な
る
こ
と
を
強
制
し
た
。
即
ち

「王
氏
十
二
家
」
が
三
度
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
王
宇
安
は
前

述
の
王
氏
荷
主
王
桐
峯

・
船
主
王
永
安
の
兄
弟
か
従
兄
弟
に
当
た
り
、
彼
は
嘉
慶
十
三
年
以
来
程
洪
然
の

「減
価
後
幣
」

(資
金
の
後
払

い
と
収
買

価
の
値
下
げ
)
の
定
例
が
損
失
を
招
く
の
み
で
、
し
か
も
、
?
銅
船
の
海
難
が
相
次

い
で
発
生
し
た
た
め
、
官
商
を
継
続
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と

　む

屡
々
引
退
を
願

い
出
た
が
、
両
淮

の
富
商
に
彼
を
継
ぐ
者
が
全
く
な
く
、
引
退
を
許
さ
れ
ず
、
道
光
十
九

(天
保
十
、

一
八
三
九
)
年
ま
で
二
十
三



　　
ね

年

間

、

そ

の
ま

ま

留

任

さ

せ

ら
れ

て

い
る

。

㈲

注
氏

王
宇
安
に
代
わ
っ
て
官
商

に
な

っ
た
の
は
、
再
び

「涯
氏
」
の
涯
嫡
符

で
あ

っ
た
。
『長
崎
志
続
編
』
巻
八
、
天
保
十

(道
光
十
九
)
己
亥
年
の

条
に

「涯
柄
符
ト
云
者
跡
調
達
者
ト
ナ
リ
、
当
冬
船
ヨ
リ
、
新
商
江
氏
の
仕
出
二
相
成
ノ
旨
、
翌
子
正
月
亥
六
番
船
入
津
ノ
上

、
訴
之
」
と
あ
る
。

こ
の
涯
柄
符

に
関
す
る
記
録
は
見
え
な
い
が
、
恐
ら
く
前
述
の
涯
永
増
の

一
族
で
あ

っ
た
ろ
う
。

⑨

王
氏

　　
　

狂
氏
の
後

に
官
商
に
な

っ
た
の
は
、
再
び

「
王
氏
」
の
王
元
珍
で
あ

っ
た
。
松
浦
章
氏
の
指
摘
さ
れ
た

『阿
芙
蓉
彙
聞
」
巻
三
、
交
兵
第
三
、
壬

寅

(道
光
二
十
二
年
)
十

一
月
清
商
口
単
に
よ
れ
ば
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

具
呈
、
王
局
総
商
王
元
珍
為
祈
転
啓
、
以
遂
補
救
事
。
霜
商
局
与
貴
国
貿
易
二
百
余
年
、
仰
荷
仁
慈
、
術
畑
商
困
。
商
自
前
歳
冬
幕
、
勉
承
祖

ヘ

ヘ

へ

父
遺
業
、
身
膚
特
簡
、
蜴
書
駕
胎
、
方
期
発
販
源
々
、
通
商
悠
久
。

と
あ
り
、
道
光
二
十

一
年
の
冬
か
ら
官
商
に
選
ば
れ
て
い
る
。
文
中
の

「
祖
父
」
と
は
前
述
の
王
履
階

.
王
日
桂

.
王
桐
峯

.
王
宇
安
の
い
ず
れ
か

を
指
す
も
の

で
あ
り
、
即
ち
王
氏
の

一
族
が
三
代
に
わ
た

っ
て
?
銅
の
官
商
を
歴
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
王
氏
の

一
族
が
政
府
と

の
特
別
な
関
係

で
厚
遇
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
国
家
が
銅
材
を
確
保
す
る
た
め
、
?
銅

に
熟
練
し
、
且

つ
財
力
の
あ

る
商
人
に
対
す
る
統　の
　

制
を
強
化
し
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
王
元
珍
に
つ
い
て
は
、
浅
野
梅
堂
の

『漱
芳
閣
書
画
記
」
所
載

「清
王
元
珍
墨
梅
幅
」

の
注
記
に

「元
珍
監
銅
廠
、
輸
運
工J
長
崎
。
嘗
書
崎
陽
聖
廟
碑
、
墨
梅
甚
有
駒
趣
。」
と
あ
り
、
若
干
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
字
は
子
真
、
梅
奄
と

号
し
・
官
商

で
あ
り
な
が
ら
書

●
画
に
も
巧
み
で
あ

つ
た
、
と
い
う
・
彼
が
い
つ
ま
で
官
商
で
あ

っ
た
か
は
明

り
か
で
は
な

い
が
、
万
延
元

(
咸
豊

　　
　

十
、

一
八
六
〇
)
年
五
月
二
十
五
日
付
の

「十
二
家
在
留
船
主
程
稼
堂
願
書
」
で
、
太
平
天
国
軍
の
蘇
州
進
出
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
申
告
し
て

い
る
。王
氏
十

二
家
荷
主
始
、
府
方

一
統
仲
ケ
間
之
家
族
共
、
何
れ
も
瓦
解
蔀
散
し
て
行
方
不
相
分
。

王
氏

・
十

二
家
荷
主
及
び
そ
の
家
族
も
行
方
不
明
の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
王
氏
荷
主
は
王
元
珍
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強

い
。
ま
た
、
長
崎
入
港



最
後
の
唐
船
は
、
文
久
元

(
咸
豊
十

一
、

一
八
六

一
)
年
の
申

一
番

.
二
番
イ
ギ
リ
ス
籍
船
を
除
い
て
、
安
政
六

(
咸
豊
九

、

一
八
五
九
)
年
の
未

　　

二
番
王
氏
船
と
三
番
の
十
二
家
船
で
あ
っ
た
。
前
掲
程
稼
堂
願
書
の
提
出
す
る
前
の
年
で
あ

っ
た
か
ら
、
兵
乱
の
た
め
、
つ
い
に
発
船
不
能
の
状
況

に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
は
乾
隆
年
間
か
ら
咸
豊
末
年
ま
で
の
百
十
余
年
に
わ
た
っ
て
、
清
朝
?
銅

貿
易
を
支
え
た
政
府
指
定
の
官
商
の
実
体
及
び
そ
の
特
質
を
検
討

し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
官
商
と
と
も
に
長
崎
貿
易
を
独
占
し
た
民
商
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
み
た
い
。

2

十
二
家
額
商

額
商
と

は
額
定
の
商
人
、
即
ち

一
定
の
員
数
に
限
ら
れ
た
官
許
の
民
間
商
人
の
こ
と
で
あ
る
。
乾
隆
三
年
に
額
商
が
成
立
し
た
時
点

で
の
額
数
は

明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
乾
隆
二
十
年
以
後
、
額
商
は
十
二
家
を
定
数
と
し
た
。
若
し
十
二
家
以
上
を
越
え
て
も
す
べ
て
十
二

家
の
名
を
持

っ
て
行
い
、
ま
た
、
官
商
船
の
増
大
に
伴

っ
て
、
額
商
船
が
十
二
以
下
に
減
少
し
た
後
も
、
な
お

「十
二
家
額
商
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
十
二
家
額
商
と
は
実
際
に
定
め
ら
れ
た
十
二
家
の
商
人
で
は
な
く
、
た
だ
の
呼
称
で
あ

っ
た
。
広
東
十
三
行

の
場
合
、
十
三
行
は

一
つ

の
総
称
で
あ

っ
て
、
決
し
て
こ
れ
に
属
す
る
商
人
が
十
三
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
最
も
少
な
い
時
に
は
四
軒
、
最
も
多

い
時
に
は
二
十
余
軒

ハ　

に
達
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
民
間
商
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
史
料
で
そ
の
略
歴
を
知
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
ま
た
、
彼
ら
は
自
ら
船
主

と
し
て
日
本
に
渡
航
し
た
例
が
あ
っ
た
か
ら
、
荷
主

(額
商
)
で
あ

っ
た
か
、
或
は
荷
主
に
雇
わ
れ
た
船
頭

で
あ

っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
判
明
す
る

の
も
難
し

い
。
次
に
、
史
料
に
見
え
る
額
商
と
思
わ
れ
る
商
人
の
名
前
を
年
代
順
に
表
示
す
る
と
、
表
7
の
如
く
で
あ
る
。

表
7
に
よ

っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
清
朝
側
で
は
、
乾
隆
三
年
頃
自
己
の
資
本
を
以
て
日
本

の
洋
銅
を
採
買
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
か
ら
乾
隆
二
十

年
に
額
商
の
人
数
を
定
め
る
ま
で
の
間
は
、
出
帆
地
を
限
定
せ
ず
、
資
本
さ
え
あ
れ
ば
、
出
洋
貿
易
す
る
を
許
し
て
お
り
、
商
人
に
対
す
る
統
制
は

ま
だ
完
全
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
章
に
お
い
て
述

べ
た
と
お
り
、
乾
隆
二
十
年
か
ら
商
額
を
定
め
た
ほ
か
、

布
政
司
等

の
印
照
を
発
行
し
て
、
海
関
で
の
検
査
に
備
え
さ
せ
た
。
ま
た
、
福
建

・
広
東
商
人

(福
建

・
広
東
よ
り
出
航
の
場
合
)
の
洋
銅
採
買
を

明
確
に
禁
止
し
、
[口
本
貿
易
船
の
出
帆
地
を
江
・
浙

に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
商
人
の
中
か
ら
総
商

(商
総
と
も
い
う
)

一
員

を
選
び
、
取
引
き
を
監
督
す
る
責
任
を
負
わ
せ
た
。
史
料
上
で
は
、
総
商

の
設
立
を
明
記
し
て
い
な
い
が
、
乾
隆
二
十
年
以
後
の
史
料
に
は
、
額
商

の
代
表
者

と
思
わ
れ
る
商
人
の
名
が
屡
々
現
わ
れ
る
。
「通
考
」
巻
十
七
、
乾
隆
二
十
年
の
条
に
、



表
7
?
銅

額
商

一
覧
表

年

代

乾
隆

5
年
8
年
15

・
16
年

16

・
19
年

17
年
17
年
以
前

19
年

20
～

34
年

21
年

22
年
26

・
28
年

27
年

29
年
31
年

34
-

36
年

39
-
48
年

45
年

54
年
60
年

鋸
慶
元
年
7
年
不
明
〃

嘉
慶

19
～
道
光
3
年

嘉
慶
21
年

道
光

5

f
26
年

道
光

26

ー
咸
豊

10
年

人

名

総

商

楊
裕
和

李
豫
来

王
履
階

沈
玄
捻

楊
春
水

楊
鶴
圃
(思
高
)

楊
嗣
亨

不
明

徐
惟
華

游
仲
謀

銭
鳴
華

信
公
興

呉
秀
若

高
日
新

・
陳
明
伝

張
天
順

高
山
輝

銭
泰
来

夏
履
端

(耕
心
)

王
履
階

顧
振
生

王
兆
揚

許
威
春

王
玉
順

沈
雲
謄

高
山
輝

・
呉
有
光

愈
会
時

・
楊
岳
懐

呉
鳴
鴛

宋
敬
亭

顔
磧
漢

孟
世
煮

劉
雲
壷

崇
文
松

・
徐
陸
源

事

項

蘇
州
府
呉
県
商
人
、
琉
球
漂
着
。

同
右
。

浙
江

帰
安
県
商
人
、
後
、
官
商
。

泉
州
府
の
人
、寧
波
府
鄭
県
居
住
、南
海
貿
易
商
。

福
建
龍
漢
県
商
人
、
乍
浦
よ
り
出
船
。

福
建
漂
着
。

慶
門
在
住

ほ
か
十

一
人浙
江

帰
安
県
商
人
、
福
建
漂
着
。

江
蘇
商
人
、
福
建
漂
着
。

浙
江

仁
和
の
人
。
後
、
官
商
。

上
海
商
人浙
江

商
人
、
福
建
漂
着
。

江
蘇
銅
商

蘇
州
商
人
。

額
商
七
人
。浙

江

平
湖
県
の
人
、
蘇
州
府
長
洲
県
在
住
。

典

拠

「歴
代
宝
案
」
二
集
、
巻
二
五

・
二
六
。

同
書
、
巻
二
七
。
「高
宗
実
録
」
巻
二
三
九
。

「乾
隆

棺
」
二
輯
、
六
八
八
頁
。

「通
航

一
監
C
巻
一
=

七
・二

一
八
・二
二
五
。「長
崎
実
録
大
成
」巻
十
二
、「長
崎
古
今
集
覧
」
巻
十
二
。

「乾
隆
棺
」五
輯
、
八
六

一
頁
。

同
書

二
輯
、
六
八
八
頁
。

「長
崎
実
録
大
成
」巻
十
二
。

「乾
隆
櫓
」
二
一二
輯
、五
四
頁
。
「通
考
」巻
十
七

・
二
九
四

・
二
九
五
。「蘇
州
府
志
」巻
十
九
等
。

同
書
、

一
六
輯
、
二
三
八
頁
。

「長
崎
実
録
大
成
」巻
十
二
。

「高
宗
実
録
」巻
五
三
五
。

「長
崎
名
勝
図
絵
」
巻
二
上
、
清
水
寺
条
。
「長
崎
会
所
五
冊
物
」等
。

「長
崎
実
録
大
成
」巻
十
二
。

「乾
隆
棺
」
二
十
輯
、
二
九
二
頁

。

同
書
、
二
三
輯
、
五
四
頁
。

「漂
客
紀
事
」
、
「販
銀
額
配
銅
之
数
」。

「高
宗
実
録
」
巻
八
四
九

・
八
九
五
。
光
緒
「蘇
州
府
志
」
巻
十
九
。

「校
訂
漂
流
奇
談
全
集
」
二
六
四
頁
。

「漂
客
紀
事
」
。

「長
崎
会
所
五
冊
物
」
二
。

「校
訂
漂
流
奇
談
全
集
」
三
八

一
頁
。

「近
藤
正
斎
全
集
」
一
所
収
「安
南
紀
略
藁
」
巻

一
。

「清
人
書
状
」
。

「長
崎
志
続
編
」巻
八
。

「清
人
書
状
」
。

同
前
。

「長
崎
志
続
編
」
巻
九
、
「清
嘉
慶
朝
外
交
史
料
」
六
、

「通
航

}
覧
」巻
二
二
二
。

「史
料
旬
刊
」
八
。

「長
崎
志
続
編
」巻
九
、

文
書
科
事
務
簿
」
等
。

「清
道
光
朝
外
交
史
料
」
二
、
「歴
代
宝
案
」
二
集
巻

一
七
三
、
「弘
化
三
年



江
蘇
巡
撫
荘
有
恭
奏
言
、
旧
商
欠
項
尚
有

一
十
二
万
七
千
余
両
、
年
久
無
完
。
昔
年
各
商
初
往
東
洋
時
、
倭
人
設
立
倭
照
、
毎
張
約
費
銀
八

・

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

九
千
両
不
等
、
今
新
商
楊
裕
和
等
即
承
頂
其
照
、
出
洋
獲
利
、
情
願
代
完
旧
欠
、
分
年
抵
補
。

と
あ
り
、
新
商
楊
裕
和
等
が
旧
商
の
信
牌
を
引
継
ぎ
、
乾
隆
二
十
年
以
前
の
商
人
の
積
欠
を
年
払
い
で
補
う
こ
と
に
な

っ
た
と
あ
る
。
こ
の
楊
裕
和

が
中
個
側

の
史
料
に
初
出
す
る
額
商
の
名
前
で
あ
る
。
そ
の
後
、
宝
暦
九

(乾
隆
二
十
四
)
年
に
中
国
商
船
に
よ

っ
て
送
還
さ
れ
た
日
本
人
漂
流
民

の
話
呼

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

乍
浦
に
着
、
船
頭
其
所
に
て
商
人
頭
楊
裕
和
取
計
に
て
、
日
々
食
物

・
薪

・
水
等
を
相
与
。

と
あ

っ
て
、
楊
裕
和
は
日
本
人
か
ら

「商
人
頭
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
彼
は
当
時
、
額
商
の
代
表
的
人
物
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
彼
が

い
つ
ま
で
そ
れ
を
続
け
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
光
緒

『蘇
州
府
志
」
巻
十
九
、
田
賦
八
、
銭
法
、
乾
隆
三
十
五
年
戸
部
覆

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

江
督
高
晋
等
奏
に

「奏
乾
隆
三
十
四
年
十
月
内
、
(中
略
)
拠
洋
商
楊
裕
和
等
称
、
辮
回
之
銅
六
分
交
官
、
四
分
留
為
民
買
、
得
有
余
息
以
補
代
完

欠
項
之
用
。」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
少
な
く
と
も
乾
隆
三
十
四
年
頃
ま
で
は
活
躍
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
日
本
に
渡
航
し
た
と
い
う

記
録
は
見

え
な
い
が
、
乾
隆
二
十
年
か
ら
三
十
四
年

の
間
に
日
本
に
渡
航
し
た
民
商
の
う
ち
に
、
王
履
階

・
夏
履
端

・
高

山
輝
な
ど
の
名
が
あ
る

(表
7
参
照
)。
恐
ら
く
こ
れ
は
楊
裕
和
が
総
商
で
あ
り
、
ほ
か
の
商
人
が

「附
商
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　　

安
永
九

(乾
隆
四
十
五
)
年
に
安
房
に
漂
着
し
た
唐
船
元
順
号
の
船
主
沈
敬
謄
の
筆
談
に
、

今
長
崎
互
市
舶
共
十
三
艘
、
其
六
称
范
氏

、
実
官
舶
也
。
其
七
財
東
七
人
、
各

一
舶
。
開
創
惣
商
共
十
二
家
、
故
今
猶
名
号
十
二
家
、
其
実
七

家
也
。
七
家
為
誰
、
日
沈
雲
謄

.
王
履
階

.
高
山
輝

.
呉
有
光

・
愈
会
時

・
楊
岳
懐

・
呉
鳴
鷺
也
。
沈
則
敬
謄
同
宗
、
王

〔履
階
〕

・
高

〔山

輝
〕

二
子
、
嘗
往
崎
陽
者
也
。

と
あ
り
、
乾
隆
四
十
五
年
頃
に
は

「十
二
家
額
商
」
と
い
い
つ
つ
も
、
そ
の
実
、
七
家
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
が

一
人

一
艘
ず

つ
の
船
を
仕
出
し

て
、
日
本

に
渡
航
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
七
家
額
商
の
う
ち
、
王
履
階
と
高
山
輝
は
か
つ
て
本
人
が
船
頭
と
し
て
自
ら
日
本

に
渡
航
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の
点
が
官
商
と
大
き
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
嘉
慶
二
年
に
官
商
に
選
ば
れ
て
か
ら
、
後
、
王
履
階
自
ら
が
日
本
に
渡
航
し

た
と
い
う
記
録
は
管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
見
え
な
い
。

そ
の
後

に
つ
い
て
は
、
日
本
人
漂
流
民
送
還
の
記
録
に

「
日
本
商
の
銭
氏
十
二
家
両
荷
主
銭
恩
栄

・
沈
玄
推
之
撫
育
を
加

へ
着
置
候
楡
)、
「諭
令

雨
局
商
総

〔慧

栄

・
楊
春
水
〕
、
各
発
船
隻
護
送
回
国
樋
、
「
日
本
商
涯
氏
+
二
家
渠

増

・
楊
鶴
圃
両
荷
主

ノ
問
屋
二
階
造
ノ
所

エ
着
置
博



マ
マ

　の
　

「
日
本
商
王
氏

十
二
家
両
荷
主
王
宇
安

・
楊
嗣
亭

〔亨
〕
ノ
出
店

へ
差
置
」
、
「着
仰
王
局
総
商
王
元
珍

・
公
局
総
商
楊
嗣
亨

加
意
安
置
、
留
心
撫

　　

養
」
な
ど
と
見
え
、
官
商
と
民
商
各

一
人

の
総
商
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。

表
7
に
よ

っ
て
わ
か
る
よ
う
に
民
商
の
総
商
の
ポ
ス
ト
は
、
乾
隆
末
年
以
後
、
ほ
と
ん
ど
楊
氏

一
族
に
よ

っ
て
独
占
さ
れ
、
官
商
范
氏

.
銭
氏

.

王
氏

・
涯
氏
等
と
同
様
に
家
族
的
経
営
を
行

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
中
国
側
の
史
料
で
そ
の
略
歴
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　　

ハ　

日
本
側
の
史
料
、
例
え
ば

「割
符
留
帳
」

・
「
販
銀
額
配
銅
之
数
」
な
ど
に
は
、
中
国
貿
易
船
の
船
主
及
び
信
牌
名
義
人
の
名
前
が
年
次
別
に
記
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
乾
隆
期
以
降
、
楊
氏
の
船
主

(も
し
く
は
荷
主
)
の
名
前
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
道
光
年
間
の
楊
啓
堂

(名
　　

は
嗣
元
、
浙
江
省
平
湖
県
の
人
)

・
楊
西
亭

(名
は
嗣
雄
、
平
湖
県
乍
浦
の
人
)
と
当
時
の
十
二
家
総
商
楊
嗣
亨
と
の
間
に
親
族
関
係
が
あ

っ
た
と

推
察
で
き
る
。
以
上
の
史
料
は
い
ず
れ
も
断
片
的
な
記
録
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
実
態
が
十
分
に
わ
か
る
に
は
至
ら
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
は
字
や
号
又

は
商
名
を
多

く
用
い
、
こ
れ
が
、
人
物
の
比
定
を
更
に
困
難
に
し
て
い
る
。
前
掲
沈
敬
謄
の
筆
談
に
、

ヘ

へ

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

〔方
〕
済
字
巨
川
、
西
園
其
別
号
也
。
蓋
長
崎
名
冊
、
皆
以
字
及
号
行
。
〔沈
〕
敬
謄

・

〔顧
〕
寧
遠
亦
其
字
也
。
沈
別
号
静
庵
、
顧
亦
称
松

軒
。

と
あ
る
よ
う
に
、

一
人
少
な
く
と
も
二
つ
以
上
の
名
号
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
同
様
の
例
は
広
東
十
三
行
の
行
商
に
も
見
ら
れ
る
。

即
ち
、
彼
ら
は
商
売
上
に
お
い
て
自
己
の
本
名
を
用
い
な
い
習
慣
が
あ
り
、
あ
る
い
は
名
を
勝
手

に
作
り
、
そ
の
名
に
よ

っ
て
世
間
に
知
ら
れ
、
責

　ゆ
　

任
を
負
い
、
官
府
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　　

次
に
総
商

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
こ
の
総
商
制
は
塩
商
団
体
か
ら
始
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
佐
伯
富
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
清
代
の
塩
商
に

は
散
商
と
総
商
と
が
あ
り
、
運
商
の
う
ち
資
本
の
大
き
な
者
が
選
ば
れ
て
総
商
と
な
り
、
散
商
に
代

っ
て
塩
課
や
あ
ら
ゆ
る
公
費
を
立
替
え
て
政
府

に
納
入
し
、
後
に
こ
れ
を
散
商
に
割
付
け
て
徴
収
し
た
。
散
商
が
塩
引
の
販
運
に
従
事
す
る
に
は
総
商
の
保
証
が
必
要
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
総
商

と
言
わ
れ
る
も
の
が
全
綱
商

の
指
揮
統
治
の
任
に
当

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
外
国
貿
易
の
面
を
見
る
と
、
『雍
正
櫨
』

十

一
輯
、
雍
正
六
年

十

一
月
三
日
、
浙
江
巡
撫
李
衛
の
奏
摺
に
、

会
同
江
南
督
撫
諸
臣
設
法
、
於
各
商
之
中
、
択
其
身
家
最
是
段
実
者
数
人
、
立
為
商
総
。
凡
内
地
往
販

〔日
本
〕
之
船
、
責
任
伊
等
保
結
、
方

許
以
関
牌

・
県
照
置
貨
。
験
放
各
船
人
貨
、
即
著
落
商
総
不
時
稽
察
。
如
有
爽
帯
違
禁
貨
物
、
及
到
彼
通
同
作
姦
者
、
令
商
総
首
報
、
於
出
入

口
岸
処
所
密
掌
。
倫
商
総
徊
隠
、

一
体
連
坐
究
罪
。
庶
幾
事
有
責
成
、
可
杜
前
弊
。



と
あ
り
、
信
牌
制
度
の
施
行
に
伴
い
、
中
国
商
人
は
、
日
本
側
か
ら
信
牌
を
入
手
す
る
た
め
に
国
禁
を
犯
し
て
、
人
間
を
渡
航
さ
せ
た
り
、
物
を
も

た
ら
し
た
り
し
た
の
で
、
雍
正
六

(享
保
十
三

.
一
七
二
八
)
年
に
総
商
を
置
い
て
商
人
を
管
理
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
総
商

の
職
務
は
、
渡
航
商
人

の
不
法
な
行
為
を
取
締
る
ほ
か
、
官
府
に
対
し
て
も
責
任
を
負

っ
た
。
そ
の
施
行
の
効
果
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
洋
銅
採
買
の
方
法
が
屡
々
変
更

さ
れ
た
点

か
ら
考
え
る
と
、
所
期
の
成
果
を
収
め
得
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
乾
隆
中
期
以
降
、
経
営
状
況
が
苦
し
く
な
る
と
と
も
に
、
定

　の
　

額
以
外
の
銅
及
び
貨
物
を
購
入
す
る
た
め
、
商
人
は
屡
々
、
国
禁
を
無
視
し
て
、
賄
賂
に
よ

っ
て
大
量
な
金
銀
を
日
本

へ
密
輸
し
た
り
、
洋
銅
を
密

　の
　

売
し
た
り
し
た
。
官
商
と
民
商
の
荷
主
は
嘉
慶

・
道
光
期
以
降
、
破
産
者
が
多
く
な
り
、
新
商
の
補
充
は
困
難
を
き
わ
め
て
い
た
の
で
、
道
光

・
威

豊
期
に
は
、
官
商

・
民
商
の
数
は
各

一
人
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
光
緒

『蘇
州
府
志
』
巻
十
九
、
田
賦
八
、
銭
法
、
鼓
鋳
旧
則
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

局
設
官
商

.
民
商
各

一
人
、
採
辮
洋
銅
、
毎
年
共
獲
銅
船
十
隻
。
民
商
額
緻
蘇
州
省
銅

(中
略
)
毎
百
斤
給
価
銀
十
五
両
三
銭
、
官
商
額
緻
蘇

州
省
銅

(中
略
)
毎
百
斤
給
価
銀
十
二
両
。
(中
略
)
其
官
商
具
領
価
値
与
民
商
較
少
、
因
従
前
官
商
情
願
報
効
、
自
請
減
価
、
是
以
与
民
商

銅
価
不
同
。

と
あ
り
、
官
商

.
民
商
各

一
人

で
、
毎
年
十
隻
の
船
を
仕
出
し
た
。
ま
た
、
銅
の
官
府

へ
の
納
入
価
格
は
、
民
商
の
十
五
両
三
銭
と
官
商
の
十
二
両

で
あ

っ
た
。
長
崎
渡
航
の
中
国
商
船
が
年
に
十
隻
と
な
っ
た
の
は
寛
政
三

(乾
隆
五
十
六
)
年
以
降
の
こ
と

(表
2
参
照
)
で
あ
り
、
官
商
の
官
府

へ
の
納
入
銅
価
が
十
二
両
に
な

っ
た
の
は
、
前
述
し
た
官
商
程
洪
然
の
時
、
即
ち
嘉
慶
十
二
年
以
降
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
な
お
、
嘉
慶
二
十

一
年
に

ハ　

崇
文
松

.
徐
陸
源
と
い
う
十
二
家
荷
主
の
名
が
見
え
る
か
ら
、
官
商

・
民
商
各

一
人
と
な

っ
た
の
は
、
嘉
慶
末
期
以
降
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に
5

`

以
上
は
清
代
?
銅

貿
易
の
成
立
過
程
、
特
に
乾
隆
期
以
後
の
洋
銅
商
人
の
実
態
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
清
朝
前
期
に
?
銅
制
が
頻
繁
に
変
更
さ
れ
た
原
因
を
ま
と
め
る
と
、
第

一
に
、
日
本
銅
の
輸
出
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
清

朝
初
期
、
国
内
に
お
い
て
、
銅
の
産
出
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
制
銭
の
鋳
造
に
用
い
る
銅
は
ほ
と
ん
ど
日
本
銅
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で

は
、
年
々
増

え
つ
づ
け
る
銅
の
外
国
流
出
を
防
ぐ
と
い
う
理
由
で
中
国
船
に
対
す
る
制
限
を
次
第
に
強
化
し
た
。
よ
っ
て
、
清
国
内
の
銅
価
も
次
第

に
高
騰
し
、
制
銭
の
鋳
造
に
支
障
を
来
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
原
因
と
し
て
は
、
清
朝
の
?
銅
制
度
内
に
お
け
る
弊
害
の
存
在
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
官
銅
収
買
価
格
の
低
下
、
承
辮
官
吏
の
不
正
及
び
こ
れ
に
伴

っ
て
起

っ
た
商
人
が
前
借
し
た
資
金
の
流
用
な
ど
の
弊
害
で
あ
る
。



乾
隆
期
に
入
る
と
、
従
来
の
弊
害
を
是
正
し
、
商
人
に
対
す
る
統
制
を

一
層
強
化
し
て
、
且

つ
日
本
側
の
信
牌
制
度
の
施
行

に
伴
い
、
日
本
渡
航

の
唐
船
が
次
第
に
江
・
浙

に
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
銅
材
を
確
保
す
る
た
め
、
雲
南
銅
の
開
発
に
力
を
入
れ
、
乾
隆
四
年
か
ら
、

京
局
鋳
造
用

の
銅
材
は
す
べ
て
漠
銅
に
切
り
換
え
る
こ
と
に
し
た
。
各
省
鋳
造
用
の
銅
は
同
年
よ
り
改
め
て
招
募
し
た
商
人
に
個
人
の
資
本
を
以
て
、

出
洋
採
買
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
従
来
長
崎
に
渡
航
す
る
中
国
商
人
は
、
ほ
と
ん
ど
官
の
金
を
前
借
し
て
、
そ
れ
で
貿
易
し
た
か
ら
、
い
わ
ば
官

商
の
性
質
を
帯
び
て
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
商
人
自
身
の
資
本

で
洋
銅
を
採
買
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
民
商
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
九
年
に

は
、
民
商
か
ら
収
買
す
る
洋
銅
に
不
足
が
生
じ
、
ま
た
、
国
家
に
負

っ
た
債
務
を
完
済
さ
せ
る
た
め
、
内
務
府
商
人
范
氏

の
洋
銅
採
買
が
復
活
さ
れ
、

こ
れ
以
降
、
官
商
と
民
商
は
咸
豊
末
年
ま
で
洋
銅
の
採
買
を
独
占
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
ら
の
官
商
を
時
代
に
よ

っ
て
区
分
す
る
と
、
乾
隆
年
間
の
前
期
と
嘉
慶

・
道
光

・
咸
豊
年
間
の
後
期
に
分
け
ら
れ
る
。
即
ち
前
期
の
長
盧
塩

商
の
范
氏

・
王
氏

・
銭
氏
と
後
期
の
江
・
浙

(塩
)
商
人
の
王
氏

・
程
氏

・
注
氏
で
あ
る
。
前
期
の
?
銅
官
商
に
つ
い
て
、
山
西
商
人
の
范
氏
を
例

に
と
る
と
、
彼
ら
は
内
務
府
商
人
と
し
て
国
家
か
ら
前
借
し
た
資
金
を
使

っ
て
各
独
占
事
業
に
参
加
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
軍
需

・
塩

・
鉱

産

・
洋
銅
な
ど
大
規
模
且
つ
危
険
性
の
高

い
事
業
で
あ

っ
た
の
で
、

一
旦
失
敗
す
る
と
、
大
き
な
顧
空
を
生
ず
る
こ
と
と
な

っ
た
。
官
商
苑
氏
が
洋

銅
の
採
買
に
従
事
し
た
の
は
、
国
家
に
負

っ
た
債
務
を
整
理
す
る
た
め
で
あ

っ
て
、
完
済
不
能
の
場
合
、
完
済
の
責
任
は
家
族
或
は
共
同
担
保
の
同

業
者
に
ま
で
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
?
銅
官
商
の
世
襲
制
が
発
生
し
た
の
は
、
そ
れ
に
利
益
が
あ

っ
た
か
ら
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
家
が
彼
ら
に

責
任
を
果
た
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
清
朝
に
お
い
て
は
、
当
時
利
益
の
あ
る
塩

・
鉱
産

・
人
参

・
洋
貨
な
ど
の
採
買
を
す
べ
て
官
商
に
従

事
さ
せ
、
そ

の
利
潤
を
幣
利
銀

・
節
省
銀
と
い
う
名
目
で
政
府
に
上
納
さ
せ
た
。
官
商
制
度
が
発
生
し
た
の
は
、
政
府
が
国
家
利
益
を
独
占
す
る
た

め
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
国
家
に
対
す
る
掲
輸
や
官
僚
に
対
す
る
醜
送
が
あ
り
、
商
人
は
政
府
の
厳
し
い
支
配
下
に
あ

っ
て
、
独
立

性
を
失
い
、
特
権
を
享
有
す
る

一
方
、
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
任
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
資
本
家
や
大
企
業
が
発
生

で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

後
期
に
な
る
と
、
長
盧
の
官
商
が
塩
業
の
不
況
な
ど
の
理
由

で
疲
弊
し
た
た
め
、
清
朝
は
、
?
銅

に
熟
練
し
且

つ
財
力
の
あ
る
江

.
漸
地
区
の
商

人
に
採
買
を
続
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
王
氏
は
も
と
?
銅

の
額
商

で
、
注
氏

・
程
氏
は
新
安
商
人
で
あ

っ
て
、
両
淮

の
塩
商
で
も
あ

っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
前
期
と
違

っ
て
、
資
金
を
前
貸
し
す
る
制
度
は
嘉
慶
十
三
年
よ
り
廃
止
さ
れ
、
な
お
、
洋
銅
の
官
収
価
格
の
低
下
、
海
難
の
相
次

ぐ
発
生
、
国
内
の
戦
乱
な
ど
の
原
因
で
官
商
の
洋
銅
採
買
は

一
層
困
難
に
な

っ
た
。
銅
材
を
確
保
す
る
た
め
に
、
清
政
府
は
、
国
禁
で
あ

っ
た
糸

.



綱
の
輸
出
を
許
可
し
、
ま
た
、
乾
隆
中
期
よ
り
中
国
船
に
よ
っ

て
、
大
量
な
金

・
銀
を
日
本
に
輸
出
し
た
の
も
清
政
府
の
特
別
な
措
置
の

一
つ
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
日
本
側
は
、
?
銅
商
人
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
別
段
商
法
を
実
施
し
た
が
、
こ
れ
は
幕
府
の
財
政
補
強
を
目
的
と
す

る
ほ
か
、
商
人
に
保
障
を
与
え
、
唐
物
の
来
源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
民
商
は
、
ほ
と
ん
ど
江
浙

地
区
の
商
人
で
あ
っ
て
、
官
商
よ
り
有
利
な
価
格
で
官
府
に
上
納
す
る
以
外
に
、
余
銅
は
市
価
に
よ
る
自
由
販

売
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
民
商
は
個
人
の
資
本
で
?
銅

に
従
事
し
、
乾
隆
期
以
前
の
旧
商
の
積
欠
を
年
払
い
で
若
干
返
済
す
る
義
務
が
あ

る
上
に
、

一
旦
事
故
が
起

こ
れ
ば
、
資
本
が
皆
無
の
状
況
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
数
は
、
徐
々
に
減
少
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
道
光

・
咸
豊
期
に
入

る
と
、
経
営
状
況
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
、
楊
氏

一
家
の
み
が
存
続
し
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
官
商
と
民
商
の
実
態
を
中
心
に
考
察
し
、
清
朝
政
府
の
商
人
に
対
す
る
統
制
の

一
端
が
窺
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
商
品
の
流
通
及
び

貿
易
業
務

の
面
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
日
本
人
漂
流
民
の
撫
育
や
送
還
な
ど
も
?
銅

の
官
商
及
び
民
商

の
職
務
の

一
つ
で
あ
り
、
国
交
の
な
か
っ
た
清
朝
と
江
戸
幕
府
と
の
対
外
政
策

(民
間
レ
ベ
ル
で
の
実
務
代
行
)
を
理
解
す
る
に
は
、
極
め
て
重
要

な
問
題
で
あ
る
が
、
後
考
に
期
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

註(
1
)

「皇
朝
文
献
通
考
』
巻
十
三
～
十
七
、
銭
幣
考
。

「欽
定
大
清

(
光
緒
)
会
典
事
例
」
巻

二

一
四
～
二

一
九

、
戸
部

、
銭
法
。

(
2
)

本
稿

で
は
、
主

に
台
北
故
宮
博
物
院
よ

り
出
版
し
た

「宮
中
棺
康
煕
朝
奏
摺
』

(以

下

「康

煕
棺
』

と
略

す
)

.

「宮
中

棺
雍
正
朝
奏
摺
」

(以
下

『雍
正
棺
』

と
略

す
)
及
び

「宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
」
(
以
下

「乾
隆
槽
』

と
略
す
)
を
使
用
す
る
。

(
3
)

矢

野
仁

一

「支

那
の
記
録

か
ら
見

た
長
崎
貿
易
」
(
「長
崎
市
史

通
交
貿
易
編
東
洋
諸
国
部
』

長
崎
市

役
所

、

一
九

三
八
年

、
所
収

)。

(
4
)

内

田
直
作

「
日
本
華
僑
社
会

の
研
究
」

(同
文
館
、

一
九
四
九
年

)
前
編
第
四
章

「
?
銅
貿

易
商

人
団
体
」
。
同

「東
洋
経
済
史
研
究
』
1

(千
倉
書
房

、

一
九

七
〇
年

)
第

一
章

、
四
。

(
5
)

山
脇
悌

二
郎

「
清
代
塩
商
と
長
崎
貿

易
の
独
占
」

(
史
学
雑
誌
、
六
七
編
八
号
、

一
九
五

八
年

、
同

「近
世

日
中
貿

易
史

の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、

一
九
六

〇

年
、
所

収
)
。
な
お
、
「長
崎

の
唐
人
貿
易
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年

)
H
、

14
。

(
6
)

松
浦
章
①

「
長
崎
貿

易
に
お
け
る
在
唐
荷
主

に

つ
い
て
1
乾
隆

ー
咸
豊

期

の
日
清
貿
易

の
官
商

・
民
商
i
」

(
社
会

経
済

史
学
、
四
五
巻

一
号
、

一
九

七
九
年

)
、

②

「
山
西
商
人
范

銃
翻

一
族

の
系

譜
と
事
蹟
」

(
史
泉
、
五

二
号
、

一
九
七

八
年

)
、
③

「中
国
商
人

と
長
崎

貿
易
-

嘉
慶

・
道
光
期
を
中
心

に
ー
」

(史
泉

、
五

四
号
、

一
九
八
〇
年
)
、
④

「清
代
徽
州
商
人

と
海
上
貿
易
」

(史
泉
、
六
〇
号

、

一
九
八
四
年

)
等
。



(
7
)

佐
伯
富

「
清
朝
の
興
起

と
山
西
商
人
」

(社
会
文
化
史
学
、

一
号
、

一
九
六
六
年
、
同

「
中
国
史
研
究
」

第
二
、

一
九
七

一
年
、
所
収

)
。

(
8
)

藤
井
宏

「
新
安
商

人
の
研
究
」

(東
洋
学
報

、
三
六
巻

一
ー
四
号
、

一
九
五
三

・
四
年

)。
傅
衣
凌

「
明
代
徽
州
商
人
」

(
「
明
清
時
代
商

人
及
商
業
資
本
』
北
京

人
民
出
版
社
、

一
九
五
六
年
、
所
収

)
。

(
9
)

梁
嘉
彬

「広
東
十
三
行
考
」

(
商
務

印
書
館

、

一
九
三
七
年

)
。
同
著

、
山
内
喜
美
代
訳

「広
東
十
三
行
考
」

(
日
光
書
院
、

一
九
四
四
年
)
。

(
10
)

清
代
前
期

の
鋳
銭
材
料

の
日
本
銅
の
採
買
に

つ
い
て
の
従
来

の
研
究

は
、
註

(
3
)
・
(
4
)
・
(
5
)
.
(
6
)
の
他
、
佐
伯
富
①

「
清
代
雍
正
朝

に
お
け
る
通
貨
問

題

(東
洋
史
研
究
、
十
八
巻
三
号
、

一
九
五
九
年
)
、
②

「康

煕
雍

正
時
代

に
お
け
る
日
清
貿
易
」

(東
洋
史
研
究
、
十
六
巻

四
号
、

一
九
五

八
年
、
共

に

「中
国

史
研
究
」

第
二
、

一
九
七

一
年

、
所
収

)
、
市
古
尚

三

「清
朝
貨
幣

史
考
」

(
拓
殖
大
学
論
集
、
九
六
号
、

一
九
七

四
年

、
同

一
〇
〇
号
、

一
九
七
五
年

)、
香
坂

昌
紀

「清
代

前
期

の
関

差
緋

銅
制

及
び
商
人

弁

銅
制

に

つ
い
て
」

(
東
北

学
院
大

学
論

集

歴
史

学
地

理
学
、
十

一
号
、

一
九

八

一
年
)
、
H
a
l
l
,
J
o
h
n
 
W
,

N
o
t
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
e
a
r
l
y
 
C
h
'
i
n
g
 
c
o
p
p
e
r
 
t
r
a
d
e
 
w
i
t
h
 
J
a
p
a
n
 
(
H
a
r
v
a
r
d
 
J
o
u
n
a
l
 
o
f
 
A
s
i
a
t
i
c
 
S
t
u
d
i
e
s
 
1
2
-
3
-
4
-
1
9
4
9

、
傅
衣

凌

「
清
代
前
期
東

南
洋
銅

商
」

(
「
明
清
時
代
商
人
及
商
業
資
本
」
北
京

人
民
出
版
社
、

一
九
五
六
年
、
所
収

)
、
任
鴻
章

「樟
銅
与
清
代
前

期
的

中
日
貿
易
」

(
「中

日
関
係
史
論
叢
」
第

一

輯
、
遼
寧
人
民
出
版

社
、

一
九
八
二
年
、
所
収

)、
漏
佐
哲

・
王
暁
秋

「從

「吾
妻
鏡
補
」
談
到
清
代
中

日
貿
易
」

(
文
史
、
十
五
輯
、

一
九

八
二
年

)
、
魏
能
涛

「
明
清
時
期
中
日
長
崎
商
船
貿

易
」

(中

国
史
研
究

、

一
九

八
六
年

二
期

)
等

で
あ

る
。

(
11
)

岩
生
成

一

「近
世

日
支
貿

易
に
関
す
る
数
量
的
考
察
」

(史
学
雑
誌
、
六

二
編
十

一
号

、

一
九
五
三
年
)
所
掲

の

「
長
崎
来
航
支
那
船
出
帆
地
別
船

数
表
」

に

よ

り
算
出
。

(
12
)

刊
本

「華
夷
変
態
』
上
冊

(
東
洋
文
庫
、

一
九
五
八
年

初
版

、
東
方
書
店

、

一
九
八

一
年
再
版

)
四
〇
九
頁
。

(
13
)

刊
本

「通
航

一
覧
』

五
、
巻

一
九

八
、
二
三
五
頁

。
刊
本

「
長
崎

実
録
大
成
」

(
長
崎
文
献
社
、

一
九
七

三
年

)
巻
十

一
。
金
井

俊
行

「
長
崎
年
表
」

(
『長
崎

叢
書
」

三
、
所
収

)
参
照
。

(
14
)

「通
考
」
巻

十
四
、
康
煕
六
十
年

の
条
。

(
15
)

註
(
10
)佐
伯
氏
①

②
論
文
及
び
香
坂
氏
論
文
、
参
照
。

(
16
)

香
坂
氏
前

掲
論
文

、
参

照
。

(
17
)

「
関
於
江
寧
織
造
曹
家

棺
案
史
料
』

(
中
華

書
局
、

一
九
七
五
年

)
七

一
・
七

二
頁

、
康
煕

四
十

八
年

六
月
初
四
日

「
内
務
府
奏
議
覆

五
関
銅
肋
傍
交
各

関
監

督
接
辮
摺
」
。

(
18
)

な
お
香
坂
氏
前
掲
論
文

に
よ
る
と
、
さ
ら
に
、
盤
纏

銀

・
節
省
銀

の
上
納
を
通

じ
て
形
成
さ

れ
た
帝
室

の
信
頼
、
関
差
と

の
親
密
な
関
係

な
ど

の
メ
リ

ッ
ド

が

あ

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。

(
19
)

「六
部
成
語
註
解
」

に
は

「
顧
欠
、
空
虚
不
足
額
数
之
弊
端
也

。」

と
あ
る
。
官

か
ら
受

領
し
た
?
銅

資
金

の
う
ち
、
?
銅

で
き
な
か

っ
た
部
分

に

つ
い
て
は
、



官

に
返
還
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
を
怠

る
こ
と
を
顧
空
と

い
う
。

(
20
)

「通
考
」
巻
十
六

、
乾
隆
元
年

の
条
。

(
21
)

「雍

正
棺
」

八
輯

、
雍
正
五
年

五
月
十

日
、
雲
南
総
督
那
爾
泰

の
奏
摺
。

(
22
)

「
通
考
」
巻
十
六

、
乾
隆

二
年
雲
南
総
督
ヂ
継
善

の
奏
。

(
23
)

同
前

、
乾
隆

三
年

の
条

。

(
24
)

同
書

、
巻
十

八
、
乾
隆

四
十

一
年

の
条
。

(
25
)

「清
高
宗
実
録
」
巻

二
三

、
乾
隆
元
年
七
月
癸
巳
条
。
光
緒

「蘇
州
府
志
」

巻
十
九
、
銭
法
、
乾
隆
元
年
の
条
。

(
26
)

註

(
13
)
に
同

じ
。

(
27
)

「皇
朝
掌
故
彙
編
』
内
編
巻
十
九
、
銭
法

、
乾
隆
三
年

の
条
。

(
28
)

清

・
趙
慎

珍

(
一
七
六
〇
～

一
八
二
四
)
の
著

で
あ

り
、
原
文
は

「筆
記
小
説
大
観
」

(
台
北

新
興

書
局
、

一
九
六
二
年

)
正
編
第

八
、
所
収

。

(
29
)

註

(
13
)
に
同

じ
。

(
30
)

商
船
出
洋

の
際

の
手
続

に
関

し
て
は
、
刊
本

「清
俗
紀
聞
』

二

(
平
凡
社
、
東
洋
文
庫

70
、

一
九
六
六
年
)
巻

十
、
覇
旅

・
行
李

に
詳

し

い
。

(
31
)

光
緒

「蘇
州
府
志
」
巻
十
九
、
田
賦

、
銭
法
、
乾
隆
三
十
四
年

の
条
、
江
督
高
晋
奏
略
に
、

査
江
・
浙

二
省
?
銅

商
船
、
乾
隆

二
十
九
年
以
前
本
有

一
十
五
隻
、
内
官
商
范

清
済

船
三
隻
、
額
商
楊
裕
和
等
船

十
二
隻

。
嗣
於
乾
隆

二
十
九

・
三
十

一
等

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

年

、
因
官
商
范

清
済
有
応
交
官
項
、
先
後
裁
減
商
船
四
隻

、
添
擾
范

清
済
名
下
辮
運
、
該
額
商
等
尚
有
船
八
隻
。

と
あ
り
、
官
商

・
民
商

の
発
船
数

は
国
家

の
需
要

に
応

じ
て
多
少
変
動
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
32
)

「通
考
」
巻
十
七

、
銭
幣
考
五

、
乾
隆

二
十
年
江
蘇
巡
撫
荘
有
恭

の
奏
。

(
33
)

前
掲
註

(
5
)
・
(
6
)①

②

・
(
7
)
の
ほ
か
、
傅
衣
凌
註

(
10
)
論
文

及
び
章
慶
遠

・
呉
奇
衛

「
清
代
著
名
皇
商
范
氏

的
興
衰
」

(
歴
史
研
究

、

一
九

八

一
年
第

三

期

)
な
ど

あ
る
。

(
34
)

道
光

「萬
全
県
志
』
巻
十
、
志
余
。
嘉
慶

「介
休
県
志
」
巻
九
、
人
物
。

(
35
)

「碑
伝
集
」
巻

四
二
、
涯
由
敦

「
范
銃
讃
墓
表
」
。
刊
本

「清
稗
類
紗
」

五

(
中
華
書

局
、

一
九
八
四
年
)
農
商

類
、
「
范
芝
巌
商
於
張
北
」
。
「国
朝
書
献
類
徴

初
編
」
巻

四
五

二
、
卓
行
十
、
范

銃
翻
伝
な
ど
、
参
照
。

(
36
)

同
前
。

(
37
)

「雍
正

棺
」
第

四
輯
、
雍
正
三
年
六
月

二
十
四

日
、
湖
広
総
督
楊
宗
仁

の
奏
。
な
お
、
清
代

に
お
け
る
官

許
の
特
権
商
人

と
鉱
業

開
発

に

つ
い
て
は
、
里
井
彦

七
郎

「清
代
鉱
業
資
本

に

つ
い
て
」
・
「清
代
銅

・
鉛
鉱
業

の
構
造
」
・
「
清
代
銅

・
鉛
鉱
業
の
発
展
」

(
以
上

共
に

「
近
代
中

国
に
お
け
る
民
衆
運
動

と
そ
の
思
想
」



東
大
出
版
会
、

一
九
七

二
年
、
所
収

)
な
ど
を
参
照
。

(
38
)

註

(
35
)
の
ほ
か
、
「通
考
』
巻
十
六
、
乾
隆
九
年

の
条
。
「
雍
正
棺
』

十
七
輯
、
雍

正
八
年
十

二
月
二
十

二
日
、
同
雍
正
九
年
元
月
十

日
、
山
西
巡
撫
覚
羅
石
麟

の
奏
摺

、
参

照
。

(
39
)

乾
隆

「扮
州
府
志
」
巻
十
七
、
義
行
。
嘉
慶

「介
休

県
志
』

巻
九
、
人
物

。

(
40
)

「帰
愚
文

妙
余
集
」

巻
六
、
所
収
。

な
お
、
大

田
南
畝

『増
訂

一
話

一
言
」

巻
十

一

(
刊
本

『蜀
山
人
全
集
」

四
、

三
〇

四
頁

)
に
も
こ
の
部
分
を
引
用
し

て

い
る
。

(
41
)

註

(
6
)②

、
参
照
。

(
42
)

山
脇
氏
註

(
5
)論
文
。

な
お
、
佐
伯
富
氏
註
(
7
)論
文

に
お

い
て
も

こ
の
説
に
従
う
。

(
43
)

具
体
的
内
容

に

つ
い
て
は
、
後

に
触

れ
る
。

(
44
)

即
ち
、
山
脇
氏

の
理
解

で
は
、
ω

、
范
銃
讃

は
雍
正
年
間
、
山
西
巡
撫

で
あ

っ
た
満
洲
出
身
の
穆
奇

覚
羅
氏

石
麟

の
親
戚

で
あ

っ
た
。
回

、
康
煕
年
間

、
雲
貴

総
督
范

承
勲

の
妻

は
穆
奇
覚
羅
氏

で
あ
る
か
ら
、
銃
酪

は
こ
の
范
氏

の
疏
族

で
あ

っ
た
。
の
、
ω
と
@
の
事
実

を
踏

ま
え
て
、
康

煕

.
雍
正

.
乾
隆
年
間

、
官
界

に
雄
飛
し
た
范
時

繹

・
時
崇

・
時
紀

・
時
授

な
ど
と
姻
縁
が
あ

っ
た
こ
と

に
な
る
と
あ
る
。
ま
ず

ω

の
論
点

に
つ
い
て
は
、
氏

の
典
拠

の
雍

正
八
年
十

二
月
十
九

日
、
山
西
按
察
使
宋

笥
の
上
奏

(
「殊

批
諭

旨
」

三
十
六
冊
、
所
収

)
に

「
范
銃
奮

与
永
寧
州
干
巡
撫

是
親
家

、
有

一
件
事
託
子
巡
撫
」
と
見
え

、
氏

は
こ
の
史

料

の

「
干
巡
撫
」

を
当
時
の
山
西
巡
撫
覚

羅
石
麟
と
誤
解

し
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

こ
の

一
件

に

つ
い
て
は
、
翌
十
二
月
二
十
日
付
、
さ
ら
に
翌
九
年

正
月
十

日

付

の
石
麟

の
上
奏

が
あ
り

(
「雍

正
棺
』

十
七
輯
、
所
収

)、
本
人

で
さ

え
も
知

ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
「
永
寧
州
子
巡
撫
」
と

は
、
山
西
永
寧
州
出
身

、
雍

正

八
年
当
時
江
蘇
巡
撫

に
在
職
中

の
干
準

(
「国
朝
脅
献
類
徴
初
編
」

巻

一
五

八
、
子
準

の
伝

)
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
。
要

す
る
に
、
石
麟

と
范

銃
酪
と
の

間

に
姻
戚
関
係
が
あ

っ
た
と

い
う
解
釈
は
成
立

し
な

い
。
ま
た
、
@

に

つ
い
て
は
、
覚
羅
氏

は
満
洲

の

「
著
姓
」

で
あ

り

(
「八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
」

巻
十
二
)
、

必
ず
し
も
親
戚
関
係
が
あ

っ
た
と
は
言
え
な

い
。
同
じ
范
氏

の
場
合

も
漢
人

と
は
言

え
、
証
明

で
き

る
資
料
が

な
け
れ
ば
、

こ
う

し
た
推
測
は
認
め
が
た

い
。

(
45
)

「清
高
宗
実
録
』
巻
三
三

一
、
乾
隆
十
三
年
十
二
月
丁
酉

の
条

。

(
46
)

洪
任

ま
た
は
洪
任
輝
と
も

い
う
。
イ
ギ
リ

ス
東
印
度
会
社

の
商
人

閃
一一三

冒
∋
①
ω
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

(
「中
国
外
交
文
書
辞
典

(清
末

篇
)」

国
書

刊
行
会
、

一
九

八
五
年
、
参
照

)。

(
47
)

「史
料
旬
刊
」
第
六
期
、
「
乾
隆

二
十

四
年
暎
晧
痢
通
商
案
」
、
浙
江

巡
撫
荘
有
恭

の
奏
摺

。

(
48
)

『清
高
宗
実
録
」
巻
五

八
四
、
乾
隆

二
十

二
年
十
月
壬
戌

の
条
。

(
49
)

中
国
第

一
棺
案
館
所
蔵

、
乾
隆
三
〇
ー

三

一
年

「
内
務
府
来
文
」

(
章
慶
遠

・
呉
奇
術
註

(
33
)
論
文

に
よ
る
)
。

(
50
)

同
前

。



(
51
)

「乾
隆
槽
」

二
十

一
輯
、
乾
隆

二
十
九
年
五
月
初
九
日
、
江
西
巡
撫
輔
徳

の
上
奏

。

(
52
)

「乾
隆
棺
」
九
輯
、
乾
隆
十
九
年
九
月
十
二
日
、
同
十
月
初
四
日
、
直

隷
総
督
方

観
承

の
奏

。

(
53
)

「清
高
宗
実
録
」
巻
五
五
〇
、
乾
隆

二
十

二
年
十

一
月
癸
巳

の
条
。
又

「
通
考
」
巻

三
十
三
、
市
羅
考

。

(
54
)

「清
高
宗
実
録
」
巻

一
〇

一
、
乾
隆
四
年
九
月
癸
酉

の
条
。

(
55
)

「乾
隆
棺
』

二
十
輯

、
乾
隆

二
十
九
年
正
月
十
九

日
、
河
東
塩
政
李
質
穎

の
奏
摺
。

(
56
)

従

兄
弟

で
あ

っ
た
こ
と

は
、
嘉
慶

「介
休
県
志
」
巻
九
、
人
物
及
び

「
清
高
宗
実
録
」

巻

=

七
五
、
乾

隆
四
十
八
年

二
月
丁
丑
の
条

に
よ
る
。

(
57
)

「
長
崎

県
史

史
料
編

四
」

(吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
五
年

)
五
六
四
頁
。

(
58
)

江
戸
時
代
初
期

の
長
崎
貿
易

は
自
由
貿
易

で
あ

り
、
中
国
商
人
達
は
自
由

に
長
崎

に
上
陸
し
n
知
人
を
頼
ん

で
宿
泊

し
、
彼

ら
の
仲
介

に
よ

っ
て
貿
易
を
行

な

っ
た
。
こ
れ
を

「船
宿
」

と
称

し
た
。
寛
永
十

八

(
一
六

四

一
)
年

に
は
、

日
本
側

に
よ

っ
て
渡
航
し
た
中
国
人
の
世
話

を
す
る
町
が
順
番

で
指
定

さ
れ
た
。
こ

れ
を

「
宿
町
」
と
称

し
た
。
(
中
村
質

「
長
崎
貿
易
利
銀
配
分
体
制

の
形
成
」

(九
州
史

学
、
二
九
号
、

一
九
六
五
年
。
同

「長
崎
県
史

対
外
交
渉
編
」

(吉
川

弘
文
館

、

一
九
八
六
年

)
三
五
三
ー
三
五
五
頁

、
参
照

)
。

(
59
)

唐
船
が
長
崎

に
入
港

す
る
と
、
そ
の
入
港
年

次

の
順

に
、
例
え
ば
明
和
元
申
年

な
ら
ば

、
「申

一
番
南
京

船
」

と
、
以
下
そ

の
年

の
十

二
支
を
冠

し
た
順
位

に

起
帆
地
を
添

え
た
名
称

を
付

し
た
。

こ
れ
を

「
番
立
」

と
称
し

た
。

(中
村
質

「外
国
金
銀

の
輸

入
と
別

段
商
法
-

享
和
三

(
一
八
〇
三

)
年

の
唐
船
貿
易

を
め

ぐ

っ
て
l

」
駒
沢
史
学
、
三
四
号
、

一
九
八
六
年

、
参

照
)
。

(
60
)

「乾
隆
棺
」

二
十
六
輯
、
乾
隆
三
十
年
十
月
十
九
日
、
浙
江

巡
撫
熊
学
鵬

の
奏
摺

(
61
)

同
書
、
三
十
三
輯
、
乾
隆
三
十
八
年
十

一
月
二
十

一
日
、
陳

西
巡
撫
畢

況
の
奏

。
三
十

四
輯
、
乾
隆
三
十
九
年
正
月

二
十
八

日
、
江
蘇
巡
撫
薩
載
の
奏
。
三
十

六
輯
、
乾
隆
三
十
九
年
十
月
十
二
日
、
江
西
巡
撫

海
成

の
奏
。

(
62
)

「長
崎
市
史

地
誌
編
仏
寺
部
下
』

(
長
崎
市
役
所

、

一
九
二
一二
年

)
四
五
五
頁

。

(
63
)

「通
航

一
覧
』
巻

二
二
〇
、
唐
国
部
十
六
、
漂
着
井
漂
流
。

(
64
)

註

(
57
)書

、
四
九
六
頁
。

(
65
)

松
浦
章
註

(
6
)①
論
文

(
66
)

「清
高
宗
実
録
』
巻

=

七

二
、
乾
隆

四
十
八
年
正
月
壬
寅

の
条
。

(
67
)

章
慶
遠

・
呉
奇
術
前
掲
論
文

に
よ
る
。

(
68
)

佐
伯
富
前
掲
註

(
7
)論
文

三
、
山
西
商
人
と
塩
業
、
参
照
。

(
69
)

醜

送

に

つ
い
て
は
、
香
坂
昌
紀

「清
代

の
醜

送
-

江
蘇
巡
撫
呉
存
礼
を
中
心
と

し
て
ー
」

(東
北
学
院
大

学
論

集

歴
史

学

.
地
理
学
、
十
六
号
、

一
九

八
六



年
)
に
詳
し

い
。

(
70
)

前
掲
註
(
67
)
に
同
じ
。

(
71
)

嘉
慶

「介
休
県
志
」

巻
六
、
選
挙

、
巻

七
、
仕
籍

、
巻

八
、
封
蔭
、
参
照
。

(
72
)

嘉
慶

「
両
淮
塩
法
志
」
巻

二
五
、
課
程

九
に

「居
官
者
尚
不
能
称
為
官
商
。
」
と
あ
る
。

(
72
)

許
大
齢

『
清
代
揖
納
制
度
」

(燕
京
学
報
専
号

二
二
、

一
九
五
〇
年

)
参
照
。

(
74
)

「清
高
宗
実
録
」

巻

一
一
七
五
、
乾
隆

四
十
八
年

二
月
丁

丑
の
条

。

(
75
)

同
書
、
巻

一
二
八
〇
、
乾

隆
五
十
二
年
五
月
戊
寅

の
条
。

(
76
)

「長
崎
会
所
五
冊
物
」
(
「長
崎
県
史

史
料
編
四
」
所
収

)
二
、
花

辺
銀
銭
持
渡

の
条
及
び
商
売
外
唐
銀
持
渡

の
条
。

(
77
)

山
脇
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

(
78
)

嘉
慶

「長
盧
塩
法
志
」
巻
五
、
盛
典
。

(
79
)

「乾
隆
棺
」

二
輯

、
乾
隆
十
七
年
四
月
十
五

日
閲
漸
総
督
喀
爾
吉
善

の
奏
摺
。

(
80
)

註

(
76
)書

、
六
六
頁
。

(
81
)

刊
本

「通
航

一
覧
」

四
、
巻

一
七
八
所
引

の

「
外
国
叢
書
載
阿
嬌
港
記
」
。

(
82
)

乾
隆
期

以
後

、
長
崎

に
渡
航

し
た
唐
船

は
凡

そ
年

二
回

の
夏
幣

(
六
月
頃
)
と
冬
幣

(
十

一
月
頃

)
に
分
け
ら
れ
る
。
幣

と
は
、
こ
こ
で
は

一
往
復
航
海
と

い

う
意
味

で
あ
る
。
(
「台
湾
私
法
」
第

三
巻
下

、
「海
商
」
参
照

)。

(
83
)

嘉
慶

「
長
薩

塩
法
志
」
巻
六

、
優
憎

。
巻
十
六

、
奏
疏
下
。

(
84
)

刊
本

「
長
崎

古
今

集
覧
」

下
(長
崎
文
献
社

、

一
九
七
六
年

)
四
三
三
頁
。
ま
た
、
前
掲
註
(
76

)書
八
〇
頁
、
参
照
。

(
85
)

刊
本

「続
長
崎
実
録
大
成
」

(
「
長
崎

志
続

編
」
)
(長
崎
文
献
社

、

一
九
七

四
年

)
二
六
五
頁
。

(
86
)

註
(
76
)書
、
八

一
頁
。

(
87
)

刊
本

「長
崎
名

勝
図
絵
」

(
長
崎

史
談
会
、

一
九

二
二
年

)
巻

二
上
、
清
水
寺

二
王

門
の
条

に

「
上
に
長
崎
山

の
扁
額
あ

り
、
乾
隆

二
十
六
年
歳
次
辛

巳
孟
夏

穀
旦
、
浙
江

仁
和
弟
子
王
履
階
敬
立
と
書
す
。」

と
見
え
る
。

(
88
)

山
脇
氏

は
註
(
5
)論
文

に
お

い
て
、
王
履
階
は
当
時
両
淮

の
総
商

王
履
泰

の
兄
弟

で
あ

っ
て
、

そ
の
籍
貫

は
、
江
蘇
省
松
江
府
南
匪
県

で
、
も
と
満
洲

の
出
身

で
あ

っ
た
と

さ
れ

て
い
る
が
、
史
料
上

に
は
特
定

で
き
な

い
と
思
わ
れ
る
。

(
89
)

史
料

の
初
見

は
乾
隆

二
十
六
年

で
あ
る

(
註
(
87
)
参
照
)
。

(
90
)

註

(
76
)
に
同

じ
。



マ
マ

(
91
)

「長
崎
名
勝

図
絵
」

巻

一
、
興
福
寺
、
嬌
姐
堂

の
条

に

「
慈
光
普
照

の
額
あ

り
、
仁
和

王
文

整
の
書

な

り
」

と
あ
る
。
ま

た
、
松
浦
章
氏

の
指
摘

さ
れ
た

(註

(
6
)①
論
文

)
光
緒

「平
湖
県
志
」

巻
四
建
置
下
、
関
梁

、
三
里
橋

の
記
事

に

「嘉
慶
三
年
銅
商
杭
州
王
文
整
重
建
」
と
見
え
、
彼
は
杭
州
府
仁
和
県

の
人

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
92
)

県
立
長
崎
図
書
館
渡
辺
文
庫
所
蔵

の

「清
人
書
状
」

に
、
王
文
整

か
ら
唐
通
事
陳
可
績

(即
ち
西
村
金
兵
衛

の
こ
と
、

一
七
六

一
～

一
八
〇
九
)
宛
て
の
書
状

が

一
通
見
え
る
が
、
そ
の
内

容
か
ら
王
文

整
が
王
局

(官

局
)
の
荷
主
と

し
て
?
銅

の
業
務
を
管
理

し
て
い
た
と
推
察

で
き
る
。

(
93
)

林
則
徐

の

「
会
奏
官
銅
商
辮
洋
銅
請
復

旧
章
摺
」

(
「林
文
忠

公
政
書
」
甲
集
巻

四
、
江
蘇
奏
稿
、
所
収

)。

(
94
)

前
掲
註
(
67
)
に
同
じ
。

(
95
)

前
掲
註
(
92
)
に
同
じ
。

(
96
)

刊
本

「通
航

一
覧
」

六
、
五
頁
。

(
97
)

「明
安
調
方
記
」

の

「
唐
船
宿
町
順
」

及
び
長
崎
市
立
博
物
館
聖
堂
文
庫
所
蔵

の

「販
銀
額
配
銅
之
数
」
参
照
。

(
98
)

同
前

「
販
銀
額
配
銅
之
数
」
。

(
99
)

貴
重
図
書
影
本
刊
行
会
,

一
九
三
〇
年

。

(
㎜
)

大
田
南
畝

「現
浦
又
綴
」

巻
上

(
「
蜀
山
人
全
集
」
巻

三
、
六

二
六
頁

)
参

照
。

(
101
)

県
立
長
崎
図
書
館
渡
辺
文
庫
所
蔵

「
享
和
三
亥
年

中
出
帆
引
合
帳
」

・

「文
化
元

子
年
中
出
帆
引
合
帳
」
参
照
。

(
1
)

註
(
93
)
に
同
じ
。

(
301
)

前
掲
註

(
85
)書
、

二

一
四
ー
二

一
七
頁
。

(
1
)

註

(
93
)
に
同

じ
。

(
051
)

刊
本

「
歴
代

宝
案
」

(
国
立
台
湾
大
学
出
版
、

一
九
七

二
年

)
第
九
冊

、
五
四
二
七
ー
五
四
四
〇
頁
。
な
お
、
官
商
涯
氏

に
関

す
る
研
究

に

つ
い
て
は
、
松
浦

章
氏
註

(
6
)④
論
文
が
あ
る
。

(
061
)

註

(
93
)
に
同
じ
。

(
㎝1
)

註

(
85
)書
、

二
五
五
頁
。

(
081
)

註

(
6
)①
論
文

に
よ
る
。
な
お
、
本
稿

で
は
九
州
大
学
中
央
図
書
館
所
蔵
本

を
使

用
す
る
。

(
㎜
)

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
影
印
本

(
一
九
七
三
年
)
、

一
六
八
頁

。

(
011
)

「漱
芳

閣
書

画
銘

心
録
」

(
「
日
本
画
論
大
観
』
上

に
輯
録
。

な
お
、
県
立
長
崎
図
書
館
渡

辺
文

庫
所

蔵

の

『来
舶
唐
人
史
料
」

に
も

こ
の
部
分

が
引

用
さ
れ

て

い
る
)。



(
m
)

長
崎
市
立
博
物
館
所
蔵
。

(
211
)

「割

符
留
帳
」

(大
庭
脩
編

「唐
船
進
港
回
樟
録

・
島
原
本
唐
人
風
説
書

・
割
符
留
帳
」

関
西
大

学
東

西
学
術

研
究
所

、

一
九

七
四
年

)
、
参
照
。

(
鵬
)

梁
嘉
彬

前
掲
書

、
九
九

・
一
〇
〇

・
二

一
五
ー
二
二
二
頁
、
参
照
。

(
m
)

刊
本

「通
航

一
覧
」

五
、
四
五
三
頁

。

(
511
)

児
玉
踪
編

「
漂
客
紀
事
」

(
県
立
長
崎

図
書
館
渡
辺
文
庫
所
蔵

)。

(
611
)

石
井
研
堂

「校
訂
漂
流
奇
談
全

集
」

(博
文
館

、

一
九
〇

〇
年

)
三

八

一
頁
。

(
711
)

「安
南
紀
略
藁
」

巻

一
、
護
送
船
主
申
報

(刊
本

「近
藤
正
斎
全
集
」

一
、
四

一
.
四
二
頁

)。

(
811
)

註
(
85
)書
、
二
七
五
頁
。

(
911
)

同
書
、

二
八
六
頁
。

(
201
)

「弘
化

三
年
文
書
科
事
務
簿
午

二
番
三
番
唐
船

ヨ
リ
送
来

候
漂
流

日
本
人

一
件
」

(県
立
長
崎
図
書
館
所
蔵

)。

(
121
)

註

(
囎
)
に
同

じ
。

(
1
)

註

(
97
)
に
同

じ
。

(
1
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
既

に
松
浦
章
氏
が
註
(
6
)③

論
文
に
お

い
て
、
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

W
.
C
.
H
u
n
t
e
r
#
T
h
e
 
F
a
n
 
K
w
a
e
 
a
t
 
C
a
n
t
o
n
 
B
e
f
o
r
e
 
T
r
e
a
t
y
　
D
a
y
s
　
1
8
2
5
-
1
8
4
4

)
L
o
n
d
o
n
1
8
8
2
P
1
0
7

(
1
)

「清
代
塩
政

の
研
究
」

(東
洋
史
研
究
会
、

一
九
五
六
年
)

二
四

一
ー
二
四
七
頁
。
ま
た
、
前
掲
註

(
10
)②
論
文

、
参

照
。

(
1
)

前
掲
註

(
1
0
0

)書

、
六
二
二
頁

に
、

近
来
足
赤
金

・
永
金

・
濃
県
紋
銀
等
を
唐
船
よ

り
持
渡
る
事
多
し
、

こ
れ
は
彼
国
の
禁

に
し

て
、
海
防
官

な
ど
に
と
が
め
ら
る
る
事

な
り
と
そ
、
さ
れ
ど
清

朝
は
賄
賂
多

く
し
て
文
官

の
勢

つ
よ
く
武
官
勢
弱

し
.
賄
賂
を
以

て
自
由

の
事
な
す
と

い

へ
り
。
(
訳
司
柳
屋
氏

の
話

)

と
あ
る
。
清
朝

で
は
、
金

・
銀

の
外

国
輸
出
禁
止
令
が
あ

っ
た
が

(
「会
典
」

巻

二
二
〇
、
戸
部
銭
法
。
巻
七
七
六
、
兵
律
関
津
)
、
賄
賂
の
ほ
か
に
、
清
朝
政
府

が
定
額

の
銅
を
商
人
に
購
入
さ
せ
る
た
め
、
特
別

な
措
置
を
と

っ
た
こ
と
も
考
え
う

る
。
乾
隆

二
十
八
年
よ
り
王
履
階
が
大
量
の
金

.
銀
を
日
本
に
持
渡

り
、
長

崎
会
所

は
代

り
も

の
と
し
て
銅
の
輸
出

額
を
増
や
し
た

(
註
(
76
)参
照

)。
ま

た
、
同

じ
く
糸

・
綱
の
場
合

、
乾
隆

二
十
四
年

に
輸
出
禁
止
令

が
出

さ
れ
て

い
た

が

(
「史
料
旬
刊
」

十
八
期
、
天
六
五
六

・
六
五
七
、
李
兆
鵬

の
奏

)
、
日
本
銅
を
獲
得
す

る
た
め
、
翌

二
十
五
年
よ

り
?
銅

商
人

に

一
定
額

の
綱
椴
の
輸

出
を
許

可

し
、
二
十
九
年

に
、
更

に
綱
椴

の
代
り
に
同
額

の
糸

の
輸
出
を
許

可
し
て
い
た
例

が
あ

っ
た

(
「通
考
」
巻
十
七

・
三
三

)。

な
お
、
金

・
銀

の
日
本
輸
入

の
経

緯
及
び
中
国
商
人
を
対
象
と

し
て
行
な
わ
れ
た
別
段
商
法

に

つ
い
て
は
、
中
村
質
前
掲
註

(
59
)論
文

に
詳

し
い
。

(
捌
)

「清
高
宗
実
録
」
巻
九
〇

二
、
乾
隆
三
十
七
年
二
月
癸
酉
の
条

。
ま
た
、
「程
稼
堂
実
在
盗
売
公
局
銅
肋
節
略
」

(県
立
長
崎
図
書
館
古
賀
文
庫
所
蔵

)、
参
照
。



(
1
)

刊
本

『通
航

一
覧
」

五
、
五
五
三
頁
。

〔附
記
〕

本
稿

の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
、
九
州
大

学
中
村
質
教
授

及
び
川
勝
守
助
教
授
か

ら
多
く

の
御
教
示

・
御
指
導
を
賜
わ
り
、
ま
た
、
史
料

の
利

用
に
関

し
て
は
、
長
崎

県
立
長
崎
図
書
館

・
長
崎
市
立
博
物
館

に
大
変

お
世
話

に
な

っ
た
。

こ
こ
に
記
し

て
深
謝

の
意
を
表
し
た

い
。


